
カネミ油症訴訟と民法724条
―福岡高判平成26年2月24日判例時報2218号43頁―

石 松 勉

一 はじめに

2009（平成21）年10月法務大臣からの諮問を承けて調査・審議に入った法

制審議会民法（債権関係）部会における民法の見直しは、2011（平成23）年

5月には中間的な論点整理を、2013（平成25）年3月には中間試案を発表し、

それぞれのパブリックコメントの実施、審議を経て、いよいよ改正要綱案の

取り纏めに向けた最終段階にさしかかっている（1）。その中間試案及び要綱仮

案では、不法行為に基づく損害賠償請求権の期間制限に関する規定について、

以下のような提案がなされている（2）。

＊福岡大学法科大学院教授
（1）法制審議会民法（債権関係）部会における中間的な論点整理の段階までの私見については、

石松勉「民法（債権法）改正論議における不法行為損害賠償債権の期間制限に関する一試論
（1）、（2・完）」福岡大学法学論叢56巻2・3号（2011年）121頁以下、同56巻4号（2012
年）341頁以下（以下、石松「一試論」と略称して引用）を参照されたい。近時までの改正
論議の状況については、平野裕之「消滅時効―世界における単純化と短期化の流れの中で―」
円谷峻編著『社会の変容と民法典』（成文堂、2010年）79頁以下、加藤雅之「債権法改正と
不法行為法」池田真朗＝平野裕之＝西原慎治編著『民法（債権法）改正の論理【別冊タート
ンヌマン】』（新青出版、2010年）203頁以下、同「債権の消滅時効―時効期間と起算点―」
円谷峻編『民法改正案の検討 第3巻』（成文堂、2013年）126頁以下など参照。
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「第7 消滅時効

…

4 不法行為による損害賠償請求権の消滅時効（民法第724条関係）

民法第724条の規律を次のように改めるものとする。

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合のいずれか

に該当するときは、時効によって消滅するものとする。

（1）被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から

3年間行使しないとき。

（2）不法行為の時から20年間行使しないとき。」

これは、その補足意見にもあるように、現行の民法724条後段の20年の期

間制限を除斥期間と解した最判1989（平成元）年12月21日民集43巻12号2209

頁（以下、「最判平成元年」という。）以降、特に民法158条の時効停止規定

を活用することにより被害者の救済を図った最判1998（平成10）年6月12日

民集52巻4号1087頁（以下、「最判平成10年」という。）、同じく民法160条の

時効停止規定を活用して被害者の相続人を救済した最判2009（平成21）年4

月28日民集63巻4号853頁（以下、「最判平成21年」という。）が現れたこと

から、被害者救済の観点から消滅時効による規律をおこなうことを明らかに

したものである（3）。

（2）法務省民事局参事官室編『民法（債権関係）の改正に関する中間試案』10～11頁参照（http:
//www.moj.go.jp/content/000108853.pdf）。2014（平成26）年8月26日開催の法制審議会民
法（債権関係）部会第96回会議において、この中間試案に沿った「民法（債権関係）の改正
に関する要綱仮案」が決定され、公表されている（http://www.moj.go.jp/content/001127038.
pdf）。

（3）法務省民事局参事官室編『民法（債権関係）の改正に関する中間試案の補足説明』74～75頁
参照（http://www.moj.go.jp/content/000109950.pdf）。
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ところで、民法724条後段の20年の期間制限に関する裁判例は、最判平成

元年以降も数多く登場している。それらの裁判例の状況から判断する限り、

これまでの民法改正論議のなかではこれを消滅時効と定める立法提案が多く

主張されてきた（4）が、もしこれを承けて不法行為に基づく損害賠償請求権の

長期の期間制限を消滅時効と定めたとして、被害者の救済に向けて劇的な変

化がもたらされるかというと、必ずしもそうはならないのではないか、と思

われる。確かに、起算点や中断・停止、援用、時効利益の放棄、さらには信

義則・権利濫用の適用可能性などの点で、除斥期間の場合より柔軟な対応を

おこなうことができるようにはなるかもしれない。しかし、それにも自ずと

限界がある。というのは、長期の期間制限を消滅時効と解しようと除斥期間

と解しようと、最終的な結論に決定的影響を及ぼし得るとは思えない裁判例

のほうが圧倒的多数を占めているからである。こうして、法改正によって問

題の根本的な解決に繋がるとはいえない状況の下で、消滅時効への改正を敢

行しようとすることの意義は一体どこにあるのだろうか。消滅時効説の立場

からは、この点に関する具体的な応接は必ずしも明確にはなされていないよ

うに思われる。おそらくは、中間試案の補足意見でも指摘されているように、

除斥期間と解すると被害者が救済されず不当な結果をもたらすから、という

消極的な理由が繰り返しなされることとなろう（5）。しかし、先にも指摘した

（4）長期の期間制限を除斥期間と定めるべきと提案していたのは、民法改正研究会による民法改
正試案665条くらいであった。民法改正研究会（代表・加藤雅信）編『民法改正 国民・法曹・
学界有志案』（日本評論社、2009年）230頁参照（その改正試案は、民法改正研究会（代表加
藤雅信）『民法改正と世界の民法典』（信山社、2009年）にも所収されている）。

（5）東京弁護士会編『「民法（債権関係）の改正に関する中間的な論点整理」に対する意見書 Ⅰ
改正目的関連重要論点について Ⅱ全体版』（信山社、2011年）338頁も、中断が認められな
いなど被害者救済が不充分となるおそれがあることを指摘する。ただし、学説上においてそ
の他の応接が全くないわけではない。吉村良一教授、松本克美教授などによるご指摘がそれ
である。吉村・後掲注（14）「判例批評」403頁、同・後掲注（28）「判例批評」482～483頁、
松本克美「民法724条後段の除斥期間説と正義」清水誠先生追悼記念論集『日本社会と市民
法学』（日本評論社、2013年）513頁など参照。
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通り、この点はかりに消滅時効説の立場をとったとしても同様のことが起こ

り得るわけである（6）。

こうして、本研究では、カネミ油症訴訟における民法724条の問題を検討

することにより、改めて以上の点を再確認するとともに、改正要綱案（法案）

の取り纏めに向けて再考を迫る一契機となれば幸いである、と考えている（7）。

二 事実の概要

本件は、カネミ油症認定患者ないしその遺族59名（Ｘら）が、原因事業者

であるカネミ倉庫株式会社（Ｙ1）及び1968（昭和43）年の事件発生当時に

代表取締役であった者（Ａ）の相続人2名（Ｙ2・Ｙ3）に対して、Ｙ1が製造、

販売したカネクロール400の混入したカネミライスオイルを摂取したことに

よりカネミ油症に罹患したとして、民法709条により不法行為に基づく損害

賠償を請求したものである。

争点は、カネクロール400がカネミライスオイルに混入したこと、また、

カネクロール400が混入したカネミライスオイルを製造、販売したことにつ

いてＹ1に過失があるかどうか、Ｘらがカネクロール400の混入したカネミラ

イスオイルを摂取したかどうか、Ｘらがカネミ油症の罹患により、どのよう

な健康被害を被り、また、その健康被害に対する慰謝料の金額はいくらにな

るか、Ａはカネクロール400がカネミライスオイルに混入したことについて

（6）筆者は、すでにこのような指摘を、石松勉「民法724条後段の20年を除斥期間と解する説で
なぜいけないのか―東京地判平成18年9月26日判例時報1945号61頁を機縁として―」福岡大
学法学論叢52巻2・3号（2007年）283頁以下（以下、「除斥期間と解する説」と略称して引
用）、同「（再論）民法724条後段の20年の除斥期間の適用制限に関する一考察（1）、（2・
完）―近時の裁判例を素材として―」福岡大学法学論叢55巻1号（2010年）1頁以下、同55
巻3・4号（2011年）359頁以下（以下、「（再論）除斥期間の適用制限」と略称して引用）
などにおいて繰り返しおこなってきた。

（7）なお、中間的な論点整理や中間試案、要綱仮案を取り纏めるにあたっての法制審議会民法（債
権関係）部会における審議状況及びそれに対する検討は他日を期したい。
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民法715条2項の代理監督者責任を負うか、そして、Ｘらの本件請求は民法

724条後段の20年の期間制限の経過によって認められなくなるかなど、不法

行為責任の有無のほか、20年の期間制限の法的性質、起算点、期間制限の適

用制限、請求権の保存の問題に関連して多岐にわたっているが、第一審判決

は次のように判示している。

三 第一審判決（福岡地小倉支判2013（平成25）年3月21日判例時報2195号92頁）

1 カネクロール400の混入について

「本件混入が発生した機序は、カネクロール400が過熱により分解して塩化水素が

発生し、これがカネクロール400循環系内の水分に溶けて塩酸となり、これによる

腐食のため、6号脱臭缶内の蛇管は、ピンホールを生じ（九大鑑定では、6号脱

臭缶が旧2号脱臭缶として使用されていた昭和37年10月から、昭和42年10月まで

の間に、徐々に腐食孔を生じたものと推測している。）、これに充填物が詰まった

状態にあったところ、昭和42年暮から昭和43年初頭にかけての修理に際して、何

らかの衝撃等により、充填物が損壊又は多孔質化し、同年1月31月から同年2月

初めにかけて、同ピンホールからカネクロール400が油中に漏出、混入したが（本

件混入）、その後、ピンホールには再び充填物が詰まり、漏出が止んだ、というも

のであったと推認できる。」（下線筆者）

2 Ｙ1の責任について

「（1）…、Ｙ1は、不用意な設備の改造により、蛇管の腐食を生じやすい状況をも

たらし、この結果、6号脱臭缶の蛇管にピンホールを生じ、本件混入に至らしめ

たものであり、また、カネクロール400の大量補給を要したことから、カネクロー

ル400が大量に漏出し、これがカネミライスオイルに混入していることを察知し得

たにもかかわらず、これに気付かず、何ら検査等しないまま、カネクロール400が

混入したカネミライスオイルを出荷したものであったから、少なくとも、…過失

があったものといえる。
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（2）Ｙらは、Ｙ1において、カネクロール400に毒性のあることを認識することは

困難であった旨主張する。確かに、…、昭和43年当時、PCB の危険性は必ずしも

一般的に認識されていなかったこと、Ｙ1が入手した鐘化のカタログの『運転及び

保守管理上の注意』欄にも『カネクロールは芳香族ヂフェニールの塩素化物であ

り、若干の毒性を持っていますが、実用上ほとんど問題でなく、又下記の点に注

意していただく必要があります。（1）皮膚に附着した時は適当な溶剤で洗い、最

後に石鹸にて洗えば完全におちます。（2）熱いカネクロールに触れ、火傷した時

は普通の火傷の手当で結構です。（3）カネクロールの大量の蒸気に長時間曝され、

吸気することは有害です。尚、食品添加物ではありませんので、食することは避

けねばなりません。カネクロールの熱媒装置は普通密閉型で、従業員がカネクロー

ルの蒸気に触れる機会はほとんどなく、全く安全であります。もし匂いがする時

は、装置の欠陥を早急に補修することが必要であります。』と記載され、カネクロー

ル400の安全性を強調する内容であったこと、三和油脂からもＹ1に対しカネクロー

ル400の毒性について特段の説明はなかったことが認められる。

しかし、そもそもカネクロール400が塩素化合物である以上、これが人体に対す

る何らかの毒性を有する可能性のあることは、化学的な工程を用いて油の精製を

行っていたＹ1において、容易に想定できたことといえる。また、…、上記カタロ

グの『運転及び保守管理上の注意』欄においても、安全性を強調する一方で、『若

干の毒性を持っています』、『カネクロールの大量の蒸気に長時間曝され、吸気す

ることは有害です』、『食品添加物ではありませんので、食することは避けねばな

りません。』、『匂いがする時は、装置の欠陥を早急に補修することが必要』と、控

えめながらカネクロール400に毒性があることをも示す記述があるほか、同カタロ

グの使用方法欄には『蒸気は刺激臭を有し、他の有機化合物と同様多少の毒性も

あります』との記載もあることが認められる。さらに、…、Ｙ1従業員の中には、

丁原に対し、カネクロール400の蒸気を吸うなどしたところ目やのどが痛くなった

と訴えた者があったことが認められる。

したがって、Ｙ1において、カネクロール400が混入したカネミライスオイルが食

用に供された場合、人体にとって有害となることは容易に知り得たというべきで

あるから、Ｙらの上記主張は採用できない。
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（3）また、Ｙらは、Ｙ1において、カネクロール400が原因で蛇管にピンホールが

発生することを予見することは困難であった旨主張し、《証拠略》には、これに沿

う部分がある。また、…、上記のＹ1が入手した鐘化のカタログの『カネクロール

の御使用に際して』欄には、『パイプは通常カネクロールによる腐食の心配はあり

ませんので、一般にガス管で十分です。』と記載されていることが認められる。

しかし、そもそも、上記（1）で説示のとおり、カネクロール400の漏出を知り

得たのに、漫然とこれを看過したものであるから、この点において、Ｙ1は、過失

責任を免れることはできない。

そして、…、上記のＹ1が入手した鐘化のカタログの『運転及び保守管理上の注

意』欄には、『カネクロールは分解しても塩化水素ガスと炭素に分解しますが、塩

化水素ガスはエキスパンジョン・タンクの排気口から放出してしまいます』との

記載があり、安全性を強調する文脈ではあるものの、塩化水素の発生する可能性

も記されている。したがって、Ｙ1において、蛇管内で塩化水素の発生する可能性

ひいては塩酸を生じる可能性のあることについて、予見可能性はあったというべ

きである。

（4）なお、Ｙらは、Ｙ1において、カネクロール400の混入を検出することは不可

能であった旨主張し、《証拠略》には、これに沿う部分がある。

しかし、仮にそうであったとしても、上記（1）で説示のとおり、カネクロー

ル400の漏出を知り得べきであった以上、厳密にガスクロマトグラフィー等で検査

することはできないとしても、混入を知り得たといえる。にもかかわらず、漫然

と出荷した以上、Ｙ1は、過失責任を免れることはできない。

（5）以上のとおりであるから、Ｙ1は、カネクロール400の混入したカネミライス

オイルを製造、販売したことについて過失があったものであり、カネミ油症患者

らに対し、民法709条の不法行為責任を負うものである。」（以上、下線筆者）

3 Ｘらがカネクロール400の混入したカネミライスオイルを摂取したか

どうかについて
「一 Ｘ患者らは、…、いずれもカネミ油症患者であると公的に認定された者で

あり、カネミライスオイルを摂取したか、又は摂取した可能性の高い生活歴を有
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しており、それぞれ態様は異なるものの、昭和43年頃以降、カネミ油症によるも

のとみても不自然ではない様々な症状を訴えてきたものである。

カネミ油症の認定は、PCB、PCQ 及び PCDF の血中濃度等、カネクロール400

に由来すると考えられる物質に着目してなされるものであるから、認定を受けた

者が、カネミライスオイルを摂取した可能性の高い生活歴を有しており、上記の

ような諸症状を訴えていれば、その者がカネミライスオイルを摂取した事実は証

明されているとみるのが相当である。

したがって、Ｘ患者らは、いずれもカネミライスオイルを摂取した者と認めら

れる。

二 これに対し、Ｙらは、『Ｘ患者らの多くは、平成16年9月29日付けで新たに

PCDF の血中濃度が認定基準に追加された後に、カネミ油症患者と認定された者

であるところ、PCDF の血中濃度の異常は、カネミライスオイルの摂取以外の原

因でも起こり得る。』などと指摘して、Ｘ患者らがカネミライスオイルを摂取した

ことは立証されていない旨主張する。

しかし、ダイオキシンである PCDF の血中濃度が異常を示すという事態は、通

常の生活を送る限りは起こらないことである。各Ｘ患者については、カネミライ

スオイルの摂取を除いて、PCDF の血中濃度に異常を来すような生活歴を有する

との事情はうかがわれないから、上記の新たな認定基準によって認定されたＸら

についても、やはりカネミライスオイルを摂取したと認めるのが相当である。

三 したがって、また、Ｘ患者らは、いずれもカネミライスオイルを摂取した結

果、カネミ油症にり患したものであると認められる。

そして、各Ｘ患者らが諸症状を訴えていることに照らせば、…、Ｘ患者らは、

カネミ油症により、何らかの疾病が発生し又は増悪するという形で健康被害を受

けた蓋然性が高いといえ、Ｙ1に対し、相当額の損害賠償請求権を取得したもので

あったことは明らかである。」（以上、下線筆者）

4 民法724条後段の法意について

「民法724条後段の規定は、不法行為に基づく損害賠償請求権の除斥期間を定めた

ものであり、不法行為に基づく損害賠償請求権は、除斥期間の経過する前に行使
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されなかった場合には、当然に消滅するものと解される。

たしかに、Ｘらの指摘するとおり、民法724条後段は、立法沿革としては時効を

定めたものといわれている。そして、同条後段の法意について除斥期間を定めた

ものと解した上、これを画一的に適用した場合、時として被害者にとってきわめ

て酷な結論となること、平成10年判決や平成21年判決は、除斥期間の適用が制限

される場合のあることを認めており、同各判決には、同条後段の法意について、

時効を定めたものと解するのが相当であるとの意見も付されていることも、Ｘら

主張のとおりである。また、平成元年判決の後、学説ではむしろ、同条後段は時

効を定めたものと解する説が大勢を占めるようになったといわれている。

しかし、最高裁の判例では、平成元年判決以降、民法724条後段の規定は、不法

行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものであるとの立場が、例外なく

踏襲されてきている。平成10年判決や平成21年判決も、同条後段が除斥期間を定

めたものであることを前提にした上で、その適用が例外的に制限される場合を判

示したのにとどまるものである。

したがって、現在では、民法724条後段は除斥期間を定めたものであるとの解釈

が、判例上確立しているといえる。」（以上、下線筆者）

5 民法724条後段の除斥期間の起算点について

「（1）民法724条後段所定の除斥期間の起算点は、『不法行為の時』と規定されて

おり、文言を素直に解釈すれば、加害行為時が除斥期間の起算点となる。

なお、本件については、Ｙらは、カネクロール400の漏洩、混入の時が加害行為

時と主張するもののようであるが、カネミ油症は、食品を介してポリ塩化ビフェ

ニル等を摂取したこと等を原因とする特殊な健康被害であるから、カネクロール

400の混入したカネミライスオイルを販売、流通させ、被害者に摂取させたことが

加害行為に当たるとみるべきであり、したがって、『各Ｘ患者がカネクロール400

の混入したカネミライスオイルを摂取した時』をもって加害行為時とみるのが相

当と考えられる。

…、カネミ油症の原因となったカネミライスオイルの出荷は昭和43年2月頃の

ことであり、また、昭和43年10月19日付けの診断基準において、米ぬか油の使用
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が基準として挙げられ、同年11月9日までには、カネクロール400の混入したカネ

ミライスオイルがカネミ油症の原因であることが判明し、公表されているから、

その頃までには、カネクロール400の混入したカネミライスオイルは、そのほとん

どが消費されたか、又は使用を中止されたものと考えられる。したがって、Ｘ患

者らが、カネクロール400の混入したカネミライスオイルを最後に摂取したのは、

遅くとも昭和44年内のこととみられる。

そうすると、加害行為等をもって除斥期間の起算点と解した場合、起算点は、

遅くとも昭和44年12月31日ということになる。

（2）ところで、平成16年4月27日判決、平成16年10月15日判決及び平成18年判

決は、損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となる場合のあるこ

とを判示している。

すなわち、平成16年4月27日判決は、『民法724条後段所定の除斥期間の起算点

は、「不法行為ノ時」と規定されており、加害行為が行われた時に損害が発生する

不法行為の場合には、加害行為の時がその起算点となると考えられる。しかし、

身体に蓄積した場合に人の健康を害することとなる物質による損害や、一定の潜

伏期間が経過した後に症状が現れる損害のように、当該不法行為により発生する

損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生す

る場合には、当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると

解すべきである。なぜなら、このような場合に損害の発生を待たずに除斥期間の

進行を認めることは、被害者にとって著しく酷であるし、また、加害者としても、

自己の行為により生じ得る損害の性質からみて、相当の期間が経過した後に被害

者が現れて、損害賠償の請求を受けることを予期すべきであると考えられるから

である。』と判示しており、また、平成16年10月15日判決は、『民法724条後段所定

の除斥期間は、「不法行為ノ時ヨリ20年」と規定されており、加害行為が行われた

時に損害が発生する不法行為の場合には、加害行為の時がその起算点となると考

えられる。しかし、身体に蓄積する物質が原因で人の健康が害されることによる

損害や、一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる疾病による損害のように、

当該不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間

が経過した後に損害が発生する場合には、当該損害の全部又は一部が発生した時
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が除斥期間の起算点となると解するのが相当である。このような場合に損害の発

生を待たずに除斥期間が進行することを認めることは、被害者にとって著しく酷

であるだけでなく、加害者としても、自己の行為により生じ得る損害の性質から

みて、相当の期間が経過した後に損害が発生し、被害者から損害賠償の請求を受

けることがあることを予期すべきであると考えられるからである。』と判示してい

る。そして、平成18年判決でも同旨の判示がされている。

要約すると、加害行為が行われた時に損害が発生する不法行為の場合には、加

害行為の時がその起算点となるが、当該不法行為により発生する損害の性質上、

加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には、当

該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算点となると解すべきことに

なる。

したがって、カネミ油症についても、除斥期間の起算点を定める必要上、『当該

不法行為により発生する損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経

過した後に損害が発生する場合』に当たるか否か、が問題となり得る。そこで検

討するに、たしかに、Ｘ患者らがカネミ油症にり患したことによる損害は、PCB、

PCDF 等の身体に蓄積することで人の健康を害することになる物質による損害で

ある。しかし、…、カネミ油症患者は昭和43年に発症した者がほとんどで、特に

6月から8月にかけての発症例が大半であったものであり、また、…、Ｘ患者ら

についても、ほとんどは昭和43年のうちに皮膚症状等の何らかの症状が認められ

たものである。Ｘらの中には、本人の自覚症状からみる限り、症状の発生やその

時期が判然としない者あるいは相当に時間が経過してから発症したかのようにみ

える者も含まれているが、上記のようなカネミ油症発症の一般的な傾向に照らす

と、これらの者についても、やはり昭和43年のうちに何らかの発症をみていたも

のと考えざるを得ない。そうすると、カネミ油症は、カネクロール400の混入した

カネミライスオイルを摂取してから発症まで、概ね数か月程度しか時間的間隔が

なかったものということになる。

したがって、カネミ油症は、当該不法行為により発生する損害の性質上、加害

行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には該当しな

いというべきであるから、本件における除斥期間の起算点は、加害行為の時、す
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なわちＸ患者らがカネミライスオイルを摂取した時であり、上記のとおり、遅く

とも昭和44年12月31日ということになる。仮に、カネクロール400の混入したカネ

ミライスオイルを摂取してから発生までの数か月間をもって、相当の期間と考え

たとしても、除斥期間の起算点が大きく変わるものではないから、やはり起算点

は昭和44年12月31日ということにならざるを得ない。

（3）この点に関して、Ｘらは、損害の発生時をカネミ油症認定の時と捉え、同
（ママ）

時点をもって除斥期間の起算と解するべきである旨主張する。

そこで検討するに、たしかに、Ｘらの引用する平成16年4月27日判決は、じん

肺り患に基づく損害賠償請求権について、最終の健康管理の区分の決定を受けた

時点をもって除斥期間の起算点とした原判決を是認したものである。しかし、じ

ん肺は、粉じんへの暴露を開始してから発症までの期間が、通常5年から10年以

上、長い場合には30年以上となるとされるもので、『当該不法行為により発生する

損害の性質上、加害行為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生す

る場合』すなわち損害の発生時が除斥期間の起算点となる場合の典型であり、ど

の時点をもって損害発生時とみるかが重要な問題であるところ、上記のとおり、

じん肺は遅発性があまりにも顕著であるため、各管理区分に相当する病状に基づ

く損害の発生時としては、当該管理区分の決定を受けた時とする以外に基準を求

めようのないものである。

これに対し、カネミ油症は、じん肺のような遅発性はなく、…、カネクロール

400の混入したカネミライスオイルの摂取から概ね数か月内には発症するもので、

遅くとも昭和44年12月31日までに損害が発生したものとみることができるから、

同時点を起算点とみるほかないものであり、カネミ油症認定時まで起算点を遅ら

せる根拠に乏しいといわざるを得ない。

たしかに、Ｘ患者らの多くは、平成16年9月29日に診断基準が改定され、血中

の PCDF 濃度等が判定要素に加わった後、ようやくカネミ油症と認定されたもの

であり、認定を受ける前の段階で、損害賠償を求めて提訴していたとしても、自

身がカネミ油症にり患したことの立証はきわめて困難であり、敗訴の可能性が高

かったと考えられるから、認定を受けるまでの間は、権利を行使することが事実

上難しかったことは否定されるものではない。しかし、立証方法が欠けているこ
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とは、除斥期間の進行開始を妨げるものではないから、事実上権利行使が困難で

あったとの事情をもって、カネミ油症認定時まで起算点を遅らせる根拠とするこ

とはできない。」（以上、下線筆者）

6 除斥期間の適用制限・排除について

「（1）Ｘらは、諸事情を指摘し、下級審裁判例を引用する等して、本件について

は、除斥期間の適用は制限又は排除されるべきである旨主張する。たしかに、…、

Ｘ患者らにおいて除斥期間経過前に権利を行使することが事実上難しかったこと

は否定されるものではなく、本件において除斥期間の適用を肯定すれば、Ｘらに

とって厳しい結論となるといえる。また、下級審裁判例には、Ｘら指摘のとおり、

正義、公平の理念等を理由に除斥期間の適用を排除した例がないではない。

（2）しかし、民法724条後段の除斥期間は、不法行為に基づく損害賠償請求権の

いわば存続期間を定めたものであり、不法行為に基づく損害賠償請求権は、権利

そのものの性質として、当初から20年に限って存続するものとして成立するもの

であるから、成立後の諸事情によって、存続期間が変動することは予定されてい

ないものと解され、本来、民法724条後段の除斥期間の適用が排除されるというこ

とはあり得ないものである。

現に、最高裁判例上、民法724条後段の除斥期間の適用が、正義、公平の理念の

みを理由として、全面的に排除された例は皆無である。

（3）民法724条後段の除斥期間の適用制限を認めた最高裁判例としては、平成10

年判決と平成21年判決の2例のみが存するが、平成10年判決は『不法行為の被害

者が不法行為の時から20年を経過する前6箇月内において右不法行為を原因とし

て心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当

該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から6箇月内に右不

法行為による損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法158条

の法意に照らし、同法724条後段の効果は生じない。』と判示したもの、平成21年

判決は『被害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実

を知り得ない状況を殊更に作出し、そのために相続人はその事実を知ることがで

きず、相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において、
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その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基

づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法160条の法意に

照らし、同法724条後段の効果は生じない。』と判示したものである。このように、

いずれも、加害者の行為そのものによって、被害者の権利行使が著しく困難なら

しめられたものであって、除斥期間の適用が著しく正義・公平に反することが明

白であり、時効の停止の法意に照らして除斥期間の適用を制限した、いわば限界

事例というべきものである。

これらの事案と比較してみると、本件については、Ｘ患者らはカネミ油症にり

患することで、心神喪失等の権利行使が困難な状態に陥ったものではなく、昭和

43年当時からＹ1が原因事業者であることも明らかであったものであるから、加害

者の行為そのものにより被害者の権利行使が困難となったというような事情はな

く、時効の停止が認められるような場合と同様の事情があったものでもない。

そうすると、除斥期間の適用を制限すべきまでの事情があるとはいえない。

（4）したがって、本件について、除斥期間の適用は、制限又は排除されるもの

ではない。」（下線筆者）

以上の判断を不服としてＸら57名が控訴したが、第二審判決も、Ｘらの訴

えはいずれも民法724条後段所定の除斥期間を経過した後になされたもので

あるとして請求を棄却し、その理由として、若干の付加訂正等をおこないつ

つ第一審判決を引用するとともに、以下のような判断をも付け加えて判示し

ている。

四 第二審判決（福岡高判2014（平成26）年2月24日判例時報2218号43頁）

「（1）Ｘらは、油症認定を受けない限り立証不可能とするが、油症認定は法定証

拠ではないから、上記認定を受けていないことは事実上の障害に過ぎず、法律上

の障害には当たらないというべきであり、水俣病とカネミ油症における認定基準、

認定方法の違いについても同様である。

また、Ｘらは、加害者が不明のまま損害だけが発生することはない旨主張する
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が、独自の見解であり採用できない。

（2）Ｘらは、民法724条後段の期間について、時効期間ではなく除斥期間を定め

たものであるとする原判決は、同条の法的性質についての理解を誤った違法があ

る旨主張するが、当該主張が平成元年判決に反するものであることは原判決…に

おいて判示するとおりである。

（3）Ｘらは、除斥期間の起算点を昭和44年12月31日とした原判決は誤りである

旨主張し、その根拠として、カネミ油症は、一定の潜伏期間が経過した後に症状

が現れる損害であり、最高裁が判示する『加害行為が終了してから相当の期間が

経過した後に損害が発生する不法行為』の典型例であるとし、当初考えられた急

性・亜急性の症状で治癒するのではなく、体内に残留した PCB やダイオキシン類

が被害者らに次々と新たな症状を引き起こしているというべきであることを指摘

し、除斥期間の起算点を設けること自体が不当であり、仮に起算点を認めるとし

ても『認定時』以外にはない旨主張する。

しかしながら、Ｘら自ら主張するとおり、カネミ油症がどのような経過をたど

り、カネミ油症患者がどのような被害経過をたどっていくかは解明されておらず、

カネミ油症が進行性の症状であることを示す証拠はない。」

「また、カネミ油症は一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害であると

の主張は、これを裏付ける証拠がないばかりか、…Ｘ患者らの生活歴等において、

ほとんどのＸらについて、カネミライスオイル摂取後間もなく身体の不調が生じ

ているとの事実、及び文献からの知見によれば、カネミ油症における特徴的な症

状は、カネクロールの摂取後、数週間から数か月の間に発生しているとする証人

の証言に反するものである。

すると、少なくとも現時点では、じん肺やＢ型肝炎などとは異なり、カネミ油

症が進行性の疾病であると認めることはできず、潜伏性の症状であることについ

ても同様であるから、原判決…において判示するとおり、本件における除斥期間

の起算点は、加害行為の時、すなわちＸ患者らがカネミライスオイルを摂取した

時であり、遅くとも昭和44年12月31日とするのが相当である。

（4）Ｘらは、同人らの損害賠償請求権は保存されていないとした原判決の判断

は誤りである旨主張する。
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しかしながら、そもそも、上記請求権の保存について各Ｘごとに個別具体的な

主張立証が行われていないばかりか、Ｘらの多くは、本件における除斥期間（平

成元年12月30日まで）を経過した後にカネミ油症と認定されており、上記除斥期

間内に上記請求権の保存が行われたものとは認められない（カネミ油症認定のた

めの検診の受診が権利行使に当たらないことは、原判決…において判示するとお

りである。）。」

「（5）Ｘらは、Ｙ1の行為が犯罪行為であり、同社の対応が不誠実であったこと、

あるいはＸらが除斥期間内に権利行使をすることはおよそ不可能であったことを

理由に、本件において除斥期間の適用を制限又は排除しなかった原判決は誤りで

ある旨主張する。

しかしながら、本件は、平成10年判決及び平成21年判決における事例と異なり、

加害者の行為により権利行使がおよそ不可能であった事例には当たらないから、

上記適用の制限等を行うのは相当ではないというべきである。

Ｘらは、除斥期間内にカネミ油症であることの認定がなされなかったことを理

由に、除斥期間内の権利行使が不可能であった旨主張するが、これは上記（1）

と同様、事実上の障害を指摘するものに過ぎない。」

「（6）上記（5）に指摘した事項のほか、Ｘ患者らは、限られた範囲ではあるけ

れどもＹ1より賠償を受け、従前の訴訟における被害者らも、Ｙ1との間では、実質

的にはＸらと同様の範囲での賠償を受けるにとどまっていることからも、民法724

条後段の適用を制限することは相当ではないというべきである。

（7）Ｘらは、油症認定が損害賠償請求の前提となる旨主張する。

しかし、行政上の認定は、不法行為による損害賠償とは別の次元で、公益的な

被害者救済のための法律に基づき、補償の支給要件としてなされるものである。

したがって、不法行為による損害賠償請求権を時効等により失った被害者が、

認定に基づき救済措置を受けることは、制度の趣旨が異なるのであるから、何ら

矛盾するものではなく、Ｘらの上記主張は採用できない。

本件は、上記に判示するとおり、除斥期間の経過のため、民法の不法行為制度

に基づく損害賠償請求を認めることはできないが、これに代わるものとして、上

記救済のための法律等に基づく施策の実施により、被害者の救済を図るべきもの
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である。」（以上、下線筆者）

五 研究

上記の通り、本件訴訟における争点は多岐にわたっているが、本研究では

そのうち、特に民法724条後段の20年の期間制限をめぐる問題について検討

をおこなうことにより、除斥期間説が本当に不当なものなのかどうかを改め

て明らかにするという目的から、わけても起算点の問題と信義則・権利濫用

による期間制限の適用制限、つまり、除斥期間に対する信義則・権利濫用の

適用可能性の問題、の2点に絞って考察を加えていきたいと思う（8）。

なお、論述の過程で登場する裁判例については、本研究の最後に関連裁判

例を簡単に纏めた一覧表を付しているので、そちらもあわせて参照いただけ

れば幸いである（9）。

1 起算点について

民法724条後段の20年の期間制限（除斥期間）の起算点について、本件第

一審判決は次のように判示している。すなわち、カネミ油症患者は1968（昭

和43）年に発症した者がほとんどで、特にその6月から8月にかけての発症

例が大半であったこと、また、Ｘ患者らについても、そのほとんどは1968（昭

（8）先行業績として、特に松久三四彦「民法724条後段の起算点及び適用制限に関する判例法理」
山田卓生先生古稀記念論文集『損害賠償法の軌跡と展望』（日本評論社、2008年）47頁以下
参照（同『時効制度の構造と解釈』（有斐閣、2011年）481頁以下に所収）。

（9）この関連裁判例一覧表は、最判平成元年以降これまでの判例・裁判例を纏めたものであるが、
筆者はすでに、石松勉「民法724条後段における20年の除斥期間の起算点に関する一考察―
ハンセン病訴訟熊本地裁判決および筑豊じん肺訴訟最高裁判決を機縁として―」香川法学25
巻1・2号（2005年）特に60頁以下においても、2004（平成16）年10月15日の水俣病関西訴
訟上告審判決（【43】判決）までの、民法724条後段の期間制限に関する判例・裁判例の概観
を与えたことがあるので、あわせて参照されたい。なお、本研究では、除斥期間の適用制限
に関連する裁判例を、最後に掲載した裁判例一覧表に付した判例番号で表示している。
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和43）年のうちに皮膚症状等の何らかの症状が見られ、それらの中には、本

人の自覚症状から見る限り、症状の発生やその時期が判然としない者あるい

は相当に時間が経過してから発症したかのように見える者も含まれているが、

カネミ油症発症の一般的な傾向に照らすと、これらの者についても、やはり

1968（昭和43）年のうちに何らかの発症が認められ、そうすると、カネミ油

症は、カネクロール400の混入したカネミライスオイルを摂取してから発症

まで、概ね、数か月程度しか時間的間隔がなかったものであるとして、潜伏

性・蓄積性・遅発性・拡大進行性のある特殊な損害類型とは異なると見たう

えで、「カネミ油症は、当該不法行為により発生する損害の性質上、加害行

為が終了してから相当の期間が経過した後に損害が発生する場合には該当し

ないというべきであるから、本件における除斥期間の起算点は、加害行為の

時、すなわちＸ患者らがカネミライスオイルを摂取した時であり、…、遅く

とも昭和44年12月31日ということになる。仮に、カネクロール400の混入し

たカネミライスオイルを摂取してから発生までの数か月間をもって、相当の

期間と考えたとしても、除斥期間の起算点が大きく変わるものではないから、

やはり起算点は昭和44年12月31日ということにならざるを得ない」としてい

る。

また第二審判決も、第一審判決と同様に「少なくとも現時点では、じん肺

やＢ型肝炎などとは異なり、カネミ油症が進行性の疾病であると認めること

はできず、潜伏性の症状であることについても同様であるから、原判決…に

おいて判示するとおり、本件における除斥期間の起算点は、加害行為の時、

すなわちＸ患者らがカネミライスオイルを摂取した時であり、遅くとも昭和

44年12月31日とするのが相当である」と判示し、カネミ油症は潜伏性・蓄積

性・遅発性・拡大進行性のある症状の特殊な損害ではないとして、最判平成

16年の考え方は採用することができない、と判断している。

これらは、一見、いかにも不当な判断を下しているようにも見えるが、し
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かし、民法724条後段の20年の期間制限（除斥期間）の趣旨・目的に照らす

と、必ずしもそうともいえないように思われる。というのは、民法724条後

段の20年の期間制限（除斥期間）については、最判平成元年は「不法行為を

めぐる法律関係の速やかな確定」に、つまりは前段の3年の期間制限（消滅

時効）に伴う浮動性の排除（10）と不法行為に基づく法律関係の当事者による確

定困難性の除去の2点にその制度趣旨を求めているのではないか、と思われ

るが、これをもし除斥期間ではなく消滅時効であると解したとすると、消滅

時効制度の正当化根拠とは整合的、説得的な説明が付かないのではないかと

の疑問が生じてくるからである（11）。この点からまず検討を始めることにしよ

う。

まず第一に、消滅時効説の立場に立った場合に、長期間にわたって継続し

ている事実状態を前提として、これを信頼してそのうえに築き上げられた法

律関係や社会秩序の安定を図るため、という正当化根拠が考えられるが、そ

もそも、本来無関係な者同士の間で個人的な争いが問題となる不法行為損害

賠償請求の場面において、第一次的に社会秩序の安定が正当化根拠となり得

るとは考えにくい。また、長期間継続した事実状態のうえに築き上げられた

法律関係の安定という点についても、加害者が長期間にわたって被害者から

損害賠償の請求がなされない状態を捉えて、加害者はもはや被害者側から損

害賠償の請求を受けることはないだろうと信頼したとしても、そもそもその

ような信頼に法的保護を与えることが果たして妥当であるとして当該期間制

限の正当化根拠と解し得るだろうか。加害者が被害者の権利行使の可能性を

認識しながら、被害者が損害賠償の請求をおこなわないことに関して加害者

が信頼を抱くこと自体、現実問題として起こり得るのかどうかがそもそも疑

（10）周知の通り、消滅時効説にも浮動性の排除にその法的根拠を求める立場は比較的多い。
（11）以下の検討は、すでに石松・前掲注（6）「除斥期間と解する説」296頁以下でもおこなった

ことがある。
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問であるうえに、もしかりにそのような信頼が現実に形成されることがあっ

たとしても、加害者のこのような信頼は法的保護には値しないのではなかろ

うか。というのは、このような元来無関係な者同士の間で偶発的に法律関係

が発生している不法行為の損害賠償請求の場面では、加害者の信頼保護の観

点を前面に打ち出すという考え方自体、損害の公平な分担（損害の填補）や

将来の不法行為の抑止といった不法行為損害賠償制度の本来的機能からは大

きく隔たるものといわざるを得ないからである。したがって、そのような不

法行為損害賠償請求をめぐる法律関係のうえにさらに第三者との間で新たに

構築された法律関係は保護されてしかるべきであると解することもまた、な

お一層考えにくいわけである。

そこで第二に、長期間存続した事実状態は真の権利関係と合致する蓋然性

が高いので、当該期間制限によって過去の事実の立証困難を救済するため、

という正当化根拠が問題となる。すでに賠償義務を履行した加害者（賠償義

務者）が長期間の経過により履行の資料を散逸してしまった結果、その後の

あり得るかもしれない被害者による損害賠償請求に対抗し得なくなる危険に

さらされるおそれがあることから、加害者のこのような立証の困難を救済し

て二重弁済の危険から加害者を解放するために当該期間制限が存在している

と考えることも、理論的にはいちおう可能であろう。しかし、加害者（賠償

義務者）が自己の賠償義務を前提として、通常の契約の場面のようにこれを

主体的に履行するというケースが圧倒的多数を占めるのであればともかく、

不法行為をめぐる紛争の場面では元来無関係な者同士の間で偶発的に法律関

係が発生するという特殊性から、そのようなことは考えにくく、そうだとす

れば、当該期間制限を、第一次的に賠償義務者をこのような二重弁済の危険

から解放するためのものと解することには無理があるといわざるを得ないで

あろう。そもそも民法724条後段の20年の期間制限について問われている正

当化根拠は、まさしく加害者（賠償義務者）からの賠償がない場合に、本来、
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加害者からの賠償により損害を填補されるべきはずの被害者が、時の経過に

よってその填補を受けられなくなることに対する積極的、説得的な理由づけ

のはずである。以上の理由から、消滅時効の第二の正当化根拠もまた、この

場面では妥当し得ないということになるであろう。

それでは、翻って、もしかりに当該期間制限の存在意義を、被害者が長期

間の時の経過により過去の不法行為の事実を立証することが困難となるので

それを除去するため、という点に求めたとすれば、どうだろうか。しかし、

そうなると今度は、当該期間制限の完成により不利益を受ける側の被害者の

ために機能する消滅時効ということになり、結局のところ、消滅時効説の説

く制度趣旨とは必ずしも整合的ではなくなってくるのではないか、と評さざ

るを得ないのである（12）。

そこで第三に、「権利の上に眠る者は保護に値しない」という点はどうだ

ろうか。この正当化根拠は、起算点に関して被害者の主観的認識を前提とす

る前段の3年の短期期間制限に関してはいえても、後段の20年の長期期間制

限の正当化根拠として不適切であることは、前述したところからも明らかな

通り、多言を要しないように思われる。

もっとも、だからこそ、消滅時効説は起算点に関して客観的な権利行使可

能性や損害発生に対する具体的、現実的な認識可能性といった視点からの解

釈論を展開されるのであろうが、もしそうだとしても、20年という期間はあ

まりにも長期であり、権利不行使に対する非難可能性という権利者の権利行

使の懈怠という視点からこの20年の期間制限を説明するのには無理があるよ

うに思われる。

（12）松久三四彦「消滅時効制度の根拠と中断の範囲（1）」北大法学論集31巻1号（1980年）271
頁以下、同「時効制度」星野英一編集代表『民法講座1 民法総則』（有斐閣、1984年）567
頁、572頁以下参照（以上はいずれも、同・前掲注（8）『時効制度の構造と解釈』1頁以下、
114頁以下に所収）。
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このように見てくると、消滅時効説は、本来、時の経過により債務者（加

害者）が損害賠償責任を免れる、逆からいうと、時の経過により債権者（被

害者）にとっては損害賠償請求の途が絶たれる機能を果たすはずの20年の期

間制限について、ことさらに被害者の保護・救済の観点を持ち込み、その効

果を極力回避させる方向で個別、具体的な問題、とりわけ起算点の問題や信

義則・権利濫用の適用可能性の問題を柔軟に解釈しようとする結果、最も問

われているはずのこの正当化根拠の問題について実は充分に説得的な理由づ

けをおこなってこなかったとの誹りを免れないのではないか、という指摘が

できるのである。

こうして、私見は、消滅時効説においては以上のような根本的疑問が解消

されないため、最高裁判例の考え方と同様に、20年の期間制限の制度趣旨が

妥当しない特殊、例外的な場合に限って除斥期間の適用制限や起算点の柔軟

な解釈を考えれば足りるとする現在の除斥期間説が基本的に妥当ではないか、

と考えるわけである（13）。

そうすると、以上を承けて、20年の期間制限の起算点に関しては次のよう

なことがいえるように思われる。すなわち、二重期間規定の体裁をとる民法

724条の構造上、その前段の3年の短期期間制限（消滅時効）においては、

被害者側からの損害賠償請求を3年という短い期間で時間的に限定すること

により、加害者側がいつまでも損害賠償の請求を受けるという不安定な状態

を除去して加害者側の利益を図る一方、しかし、その起算点を「損害及び加

害者を知った時」と被害者側の主観的認識にかからしめることにより、被害

者側に権利行使の機会がない間に損害賠償請求権が消滅することのないよう

に被害者側の利益にも配慮して、加害者側・被害者側双方の利益の調整が図

られているもの、と解される。

（13）近時では、橋本佳幸教授が除斥期間説に賛成される（「判例評論」法律時報別冊『私法判例
リマークス41号＜2010［上］平成21年度判例評論＞』（2010年）68～69頁）。
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これに対して、後段の20年の長期期間制限（除斥期間）においては、その

起算点を「不法行為の時」と規定することにより、期間の進行開始を被害者

側の主観的認識にかからしめるという前段の被害者側の利益要素を後退させ

る代わりに、長期20年の期間を置くことによって、実際にはこの期間内に損

害が発生することがほとんどであると考えられるし、また、場合によっては

損害未発生のために現実には権利行使の機会がないにもかかわらず損害賠償

請求権が消滅するという事態が起こり得るかもしれないが、しかし、抽象的、

一般的な権利行使可能性はいちおう確保する（14）という被害者側の利益要素に

もなお配慮しながら、浮動性の排除及び当事者による法律関係確定の困難性

除去の観点から、加害者側・被害者側双方の利益調整がやはり図られている、

と解することができるわけである（15）。

そうすると、起算点に関する以上のような趣旨から見て、本件の場合に、

Ｘらがカネミライスオイルを摂取した時、遅くとも1969（昭和44）年12月31

日の時点に起算点が求めていることは、残念ながら、相当といわざるを得な

（14）潜伏性・蓄積性・遅発性・拡大進行性のある人身損害の場合に限り、例外的にこの抽象的、
一般的な権利行使可能性が損害の発生という形で後景に退くことになるわけであるが、しか
し、これを捉えて損害の客観的認識可能性までを指していると見ることはできないであろう。
高橋眞「判例評釈」判例評論553号（2005年）43頁〔判例時報1879号〕、吉村良一「判例批評」
民商法雑誌128巻3号（2005年）403頁、采女博文「戦後補償裁判と除斥期間概念」原島重義
先生傘寿『市民法学の歴史的・思想的展開』（信山社、2006年）570頁など参照。

（15）河野信夫「判例解説」法曹時報43巻7号（1991年）123～124頁参照。ところで、橋本英史「民
法724条後段の除斥期間の適用制限及び起算点の法解釈」判例地方自治288号（2007年）106
頁（以下、橋本（英）「法解釈」と略称して引用）は、損害発生時説（権利侵害時説）の立
場から、このような解釈論を「推測論」、「即断論」によるものとして厳しく批判される。し
かし、被害者救済という考慮要素をさらに付加的に強調される理由については「損害の公平
な分担」という不法行為損害賠償制度の趣旨以外には特に説明されないこと、その一方で、
被害者の保護・救済の観点を民法724条後段そのものの適用に際して総合的、相関的に斟酌
しながら適用しようと企図している、適用制限の余地を前提とした除斥期間説、起算点の二
元説（原則＝加害行為時、例外＝損害発生時）に対して、被害者救済を無視した不当な見解
であると指摘されるのは当たらないように思われる。
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いのである。第一審判決が「たしかに、Ｘらの多くは、平成16年9月29日に

診断基準が改定され、血中の PCDF 濃度等が判定要素に加わった後、よう

やくカネミ油症と認定されたものであり、認定を受ける前の段階で、損害賠

償を求めて提訴していたとしても、自身がカネミ油症にり患したことの立証

はきわめて困難であり、敗訴の可能性が高かったと考えられるから、認定を

受けるまでの間は、権利を行使することが事実上難しかったことは否定され

るものではない。しかし、立証方法が欠けていることは、除斥期間の進行開

始を妨げるものではないから、事実上権利行使が困難であったとの事情を

もって、カネミ油症認定時まで起算点を遅らせる根拠とすることはできな

い」と判示する部分は、民法724条後段の20年の期間制限（除斥期間）の起

算点につき、権利行使に対する現実的認識可能性まで要求する立場からする

と、不当なようにも見えるが、前述した通り、民法724条の構造論や20年の

期間制限の趣旨から、20年の期間制限の起算点について原則として抽象的、

一般的な権利行使可能性が措定されているにすぎないと解する立場からする

と、起算点に関する限り、致し方のない判断だったというほかないわけであ

る。

しかしながら、第二審判決が、Ｘらがカネミ油症認定を受けていないこと

を事実上の障害にすぎず、法律上の障害には当たらないと判断している点に

は、若干の疑問が残る。カネミ油症に関する行政上の認定は、判示のいう通

り、確かに、じん肺の場合とは異なり、不法行為損害賠償とは次元を異にす

る、公益的な被害者救済のための法律に基づく補償の給付要件としてなされ

るものであろう。しかし、だからといって、被害者側の事情等を特に顧慮す

ることなく、請求権の存続期間を画一的に定めたものが除斥期間であると解

し、この認定手続きにより訴え提起など権利行使が遅れたことについて被害

者側に止むを得ない事情があったとしても、全く除斥期間の経過を認めるこ

との妨げとはなり得ないと解することは、正義・公平の理念に照らし、いか
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にも行き過ぎのように思われる。というのは、上記のような特質を持つ除斥

期間であったとしても、その形式的、機械的な適用の当否を判断する際には

なお考慮されてしかるべき事情が存在し得るものとも解し得るからである。

上述の事情は、そもそも被害者側の単なる個人的事情というような事実上の

障害とは異なり、権利行使に対する認識可能性・期待可能性が事実上遮断さ

れていたという意味においては、客観的事実上の障害と捉えることも理論的

には不可能ではない（16）し、また、起算点のところだけではなく除斥期間の適

用制限の場面においても考慮されてしかるべき要因の一つであった、という

ことはできるように思われる。

さて、そこで、除斥期間に対する信義則・権利濫用の適用可能性の問題に

検討を移すことにしよう。

2 信義則・権利濫用の適用可能性について

本件第一審判決は、除斥期間の適用制限について時効停止規定を活用し、

これを認めた最判平成10年及び最判平成21年を紹介、検討した（17）うえで、本

件の場合にその可能性を否定している。そこには、これまでの裁判例が一貫

してとってきた除斥期間の適用制限に対する厳格な姿勢が窺われる。すなわ

ち、第一審判決は、最判平成10年が「不法行為の被害者が不法行為の時から

20年を経過する前6箇月内において右不法行為を原因として心神喪失の常況

（16）周知の通り、権利の性質や内容などから、権利の行使が客観的、合理的に期待できないよう
なときは消滅時効はなお進行を開始しないとして、起算点を権利行使に対する客観的、現実
的な期待可能性が生じた時からと解する立場もある。たとえば、最判1970（昭和45）年7月
15日民集24巻7号771頁、最判1994（平成6）年2月22日民集48巻2号441頁、最判2003（平
成15）年12月11日民集57巻11号2196頁、最判2007（平成19）年4月24日民集61巻3号1073頁
などがそれである。

（17）これら二つの最高裁判決の詳細な紹介・検討も、石松・前掲注（6）「（再論）除斥期間の適
用制限（1）」15頁以下においてすでにおこなったことがあるので、あわせて参照をお願い
する次第である。
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にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁

治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から6箇月内に右不法行為に

よる損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法158条の

法意に照らし、同法724条後段の効果は生じない」とし、最判平成21年が「被

害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り

得ない状況を殊更に作出し、そのために相続人はその事実を知ることができ

ず、相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において、

その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為

に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法160

条の法意に照らし、同法724条後段の効果は生じない」と判示しているとこ

ろ、こうして民法158条、160条に即して除斥期間の適用を制限するために構

築された判断枠組みは、その詳細な検討・分析は後におこなうが、要するに、

それらの規定の要件を前提としつつ、さらに加害者の行為それ自体によって

被害者の権利行使が著しく困難となり、しかもその結果、除斥期間の適用を

認めることが著しく正義・公平の理念に反することが明らかなような場合に

限って認められるべきであるとして、非常に狭く解されており、単に除斥期

間の適用を認めることが信義誠実の原則や権利濫用禁止の法理に照らし具体

的正義・実質的衡平・条理などに反するとの理由だけで適用制限を認めよう

としているわけではなさそうである（18）。除斥期間の特質・趣旨・目的などの

観点からすると、確かにその適用制限をこのように厳格に解することもそれ

なりに理解できなくはない（19）が、しかし、信義誠実の原則や権利濫用禁止の

（18）除斥期間の適用制限を認める数少ない裁判例は、予防接種禍訴訟及び殺害被害者遺体隠蔽訴
訟のものを除けば、戦後補償裁判のなかに僅かに見られるのみである（【30】判決、【32】判
決、【39】判決、【41】判決など）。それらの理由とするところは、まさしく除斥期間の適用
を認めることが著しく正義・公平の理念に反するとの一事に尽きるといってもよいのではな
かろうか。これに対して、残りの圧倒的多数を占める裁判例は、除斥期間の適用を制限すべ
き特段の事情を、本文で述べたように、非常に狭く解して否定的判断を下している。
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法理、さらには具体的正義・実質的衡平や条理などに照らして除斥期間の適

用の可否を考えた場合、必ずしも妥当な解釈論とはいえないように思われ

る（20）。この点を、以下、検討していくことにしよう。

最判平成元年においては、時の経過による損害賠償請求権の当然消滅・援

用不要が民法724条後段の除斥期間の基本的特質と解され、そこからその形

式的、機械的な適用が当然視されたわけであるが、最判平成10年及び最判平

成21年では、予防接種被害児の救済、殺害被害者遺族の救済という具体的事

案の妥当な解決という視点から、そのような除斥期間の形式的、機械的な適

用が回避されている。そこでは、このように厳格な（はずの）民法724条後

段の20年の除斥期間に対してその適用制限を認めることそれ自体はもちろん

であるが、さらに、どのような場合にどのような理論構成に基づいてその適

用制限が正当化され得るのか、という問題もまた重要な検討課題として捉え

るべきものと考えられる（21）。そして、これら二つの最高裁判決を承けて最も

重要と思われる点は、民法724条後段の20年の期間制限を消滅時効ではなく

除斥期間と解したうえでその適用を制限する際に採用され得る解釈論の中味、

それの持つ法的、実質的な意味を明らかにすることであろう。

そこで、以下、最判平成10年及び最判平成21年をどのように評価し、位置

づけたらよいかをまず考察したうえで、それを基に、本件における信義則・

（19）久須本かおり「《判例評釈》民法724条後段の適用制限について―最高裁平成21年4月28日第
3小法廷判決平成20年（受）第804号損害賠償請求事件―」愛知大学法学部法経論集183号（2009
年）84頁参照。

（20）除斥期間の適用制限をこのように限定的に解する考え方に対して批判的なものとして、私見
のほか、松本克美「判例研究」法律時報70巻11号（1998年）93頁、94頁（同『時効と正義』
（日本評論社、2002年）に所収）、大塚直「判例解説」ジュリスト臨時増刊1157号『平成10
年度重要判例解説』（1999年）83頁、同「判例解説」別冊ジュリスト176号『民法判例百選Ⅱ
債権［第5版 新法対応補正版］』（2005年）211頁などがある。

（21）その点から見ても、最判平成10年における河合伸一裁判官による意見及び反対意見は示唆的
である。
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権利濫用による除斥期間の適用制限の可否の問題について検討・分析を加え

ていくことにしよう。

最判平成10年は、除斥期間の特質を損害賠償請求権の当然消滅・援用不要

と解した最判平成元年を前提としながらも、その適用を民法158条の法意に

照らして制限し得るとの解釈論を採用したわけであるが、その際に、「…そ

の心神喪失の常況が当該不法行為に起因する場合であっても、被害者は、お

よそ権利行使が不可能であるのに、単に20年が経過したということのみを

もって一切の権利行使が許されないこととなる反面、心神喪失の原因を与え

た加害者は、20年の経過によって損害賠償義務を免れる結果となり、著しく

正義・公平の理念に反するものといわざるを得ない。そうすると、少なくと

も右のような場合にあっては、当該被害者を保護する必要があることは、…

時効の場合と同様であり、その限度で724条後段の効果を制限することは条

理にもかなうというべきである」とも判示している。このことから、権利不

行使に対する加害者側の関与という事情もあわせて重視している（22）と見るこ

とができ、そうだとすれば、条文としては民法158条に依拠してはいるもの

の、その背後に潜む信義則・権利濫用といった一般条項の適用を排除する趣

旨ではないのではないか、とも考えられる。そもそも、そこで民法158条の

類推適用とはせずに「法意に照らし」と判示したり（23）、正義・公平の理念や

条理まで持ち出して実質的な理由づけもあわせておこなったりしているのも、

その一つの現れと評することが許されよう。民法158条には権利不行使への

（22）それに対して、心神喪失の原因を不法行為者自身が与えたということそれ自体は、適用制限
の場面ではさほど重要ではないと解してよかろう。【14】判決参照。

（23）なお、半田吉信「判例評釈」判例評論481号（1999年）26頁〔判例時報1661号〕は時効停止
規定の除斥期間への準用、徳本伸一「判例解説」法学教室222号別冊付録『判例セレクト’98』
（1999）20頁は類推適用とされている。ちなみに、民法158条の類推適用が認められたもの
として、【9】判決のほか、最判2014（平成26）年3月14日判例時報2224号44頁がある。あ
わせて参照のこと。

―590―

（28）



債務者の関与に関する事情などは本来含まれておらず、単に法定代理人のい

ない行為無能力者（制限行為能力者）に権利行使に対する期待可能性がない

との要因（権利行使の期待不可能性）が前提されているのみであるからであ

る。そうだとすると、必ずしも最判平成10年の射程範囲を極端に狭く解すべ

き論理的必然性も合理的理由もなく（24）、それ以外の場面でも適用制限が認め

られてしかるべきではないか、ということもできるわけである（25）。

要するに、最判平成元年の考え方を前提とした最判平成10年に対しても、

除斥期間の適用制限を広く解釈し得る余地はなお存在していると評すること

ができるように思われる。そして、ここでの信義則・権利濫用の適用は、除

斥期間の主張自体を対象にして問題となっているわけではなく、除斥期間を

形式的、機械的に適用することの当否の次元で問題となっている（26）にすぎず、

その背後に信義誠実の原則や権利濫用禁止の法理、具体的正義・実質的衡平、
（24）ただし、井上陽「判例解説」訟務月報45巻5号958頁、内田博久「判例研究」法律のひろば

52巻9号（1999年）62頁、春日通良「時の判例」ジュリスト1142号（1998年）91頁（『最高
裁 時の判例Ⅱ 私法編（1）』（2003年）に所収）、同「判例解説」法曹時報53巻5号（2001
年）272頁（『最高裁判所判例解説 民事篇 平成10年度（下）』（2001年）に所収）、河本晶子
「判例解説」判例タイムズ1005号『平成10年度主要民事判例解説』（1999年）101頁、永谷典
雄「判例解説」民事研修497号（1998年）60頁、松村弓彦「判例研究」NBL574号（1999年）
71頁などは、最判平成10年の射程を限定的に解すべきとされる。

（25）松本・前掲注（20）「判例研究」93頁、半田・前掲注（23）「判例評釈」30頁参照。ただし、
正義・公平の理念や条理、信義則・権利濫用といった一般条項によって除斥期間の適用制限
を認めるためにはそれを実質的に根拠づける特段の事情の存在はやはり必要であり、これら
一般条項に直接依拠したとしても無制限・無限定に拡張されていくことにはならないと考え
る。このことは、その当否はともかくとして、たとえば、戦後補償裁判の1つである【41】
判決において、最判平成10年に沿った判断をするために、特段の事情として考慮すべき要因
として数多くの事情の存したことが指摘されているところからも窺い知ることができよう。

（26）石松勉「判例研究」岡山商大論叢35巻1号（1999年）195～194頁。同旨のものとして、大村
敦志「判例評釈」法学協会雑誌108巻12号（1991年）2133～2134頁、半田・前掲注（23）「判
例評釈」29頁、30頁、前田陽一「判例研究」判例タイムズ995号（1999年）60頁、61頁、松
本克美「判例研究」ジュリスト959号（1990年）112頁（同『時効と正義』（日本評論社、2002
年）に所収）、松久三四彦「判例解説」法学教室別冊付録『判例セレクト’90』（1991年）27
頁など参照。
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条理といった一般条項が控えている民法158条が除斥期間の適用制限の一解

釈手法、一便法として引き合いに出され、活用されたにすぎないと解するわ

けである（27）。もちろん、具体的事案の妥当な解決という観点から柔軟な対応

を目指すこのような解釈論に対しては、民法724条後段の20年の期間制限を

厳格な特質を持つ除斥期間と解することとの整合性が疑問視されよう（28）が、

信義則・権利濫用や正義・公平の理念、条理といった一般条項の適用を要求

する基盤は、個々の具体的な事実関係の下においては基本的に変わらず、た

だ権利の性質や条文の趣旨などからその適用の仕方、その適用を要求する程

度に差が生じ得るにすぎないように思われる（29）。

そうすると、繰り返しになるが、ここで最も問題となるのは、やはり、そ

れではなぜ、この場面で時効停止規定の除斥期間への活用だけでは必ずしも

（27）石松・前掲注（26）「判例研究」196頁、191頁参照。
（28）吉村良一「判例批評」民商法雑誌141巻4・5号（2010年）481～482頁参照。
（29）たとえば、盗品や遺失物の回復請求権（193条）、担保責任の一環としての解除権や損害賠償

請求権（564条・565条、566条3項・570条、637条）などに対する期間制限、不法行為に基
づく損害賠償請求権（724条）と同じように、二重期間規定を持つ取消権（126条）、詐害行
為取消権（426条）、相続回復請求権（884条）、遺留分減殺請求権（1042条）に対する長期の
ほうの期間制限も、同じく除斥期間と解されているが、しかし、除斥期間だからといって、
問題となっている権利の性質や当該法律関係の絶対的・画一的確定、早期確定という公益上
の要請にも場面ごとに差異があり、それに伴って信義則や権利濫用の適用を要求する程度に
差が生じてくるのは当然であろう。それにもかかわらず、この点を考慮せずに一律に除斥期
間に対する信義則・権利濫用の適用可能性の問題を論じることには注意を要しよう。以上の
点につき、橋本（佳）・前掲注（13）「判例評論」69頁参照。

ちなみに、明文の規定のない除斥期間についてその諸相を詳細に検討、分析するものとし
て、椿寿夫「民法学における幾つかの課題（4）」法学教室228号（1999年）79頁以下（椿寿
夫＝三林宏編著『権利消滅期間の研究』（信山社、2006年）に所収）、金山直樹「除斥期間と
消滅時効の将来像」法律時報72巻11号（2000年）4頁以下（前掲『権利消滅期間の研究』274
頁以下に所収。なお、金山直樹『時効における理論と解釈』（有斐閣、2009年）208頁以下も
参照）などがあり、参考となる。さらに、石松勉「除斥期間論の運命―ドイツにおける新消
滅時効法を素材として―」法学新報110巻1・2号（2003年）85頁以下、新井敦志「日本民
法の除斥期間に関する予備的考察（一）、（二）・完―消滅時効との比較を通して―」立正法
学論集38巻1号（2004年）35頁以下、同38巻2号（2005）63頁以下も参照。
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妥当とはいえないのか、という点である。最判平成21年に対しても指摘でき

ることであるが、確かに、最判平成元年の考え方を前提としつつ具体的事案

の妥当な解決を図ったという点においては、一見、除斥期間の特質との論理

的整合性を保った理論構成として一定の意義を有するものと評することはで

きよう。しかし、時効停止規定の活用だけでは、具体的事案の妥当な解決を

図るとしながらも、その要請に充分に応えられる理論構成では必ずしもない

こと、しかも、最判平成10年、最判平成21年を見る限り、時効停止規定の活

用によって具体的事案の妥当な解決を図るための判断枠組みが明確になった

かというと、必ずしもそうはいえないことが指摘できそうだからである。明

らかに要件・効果の両面で条文の文言から隔たった判断（30）がなされ、その結

果、時効停止規定を活用したことの実質的な意義も必ずしも明確でないうえ

に、さらに、なぜこのように限定的にしか適用制限を認めないのか、という

根本的な疑問にも突き当たるわけである。

こうして、この根底には本来、権利行使に対する期待不可能性の要因があ

るのみで、権利不行使に対する義務者の関与という事情などは見られない民

法158条に依拠しつつ、あわせて正義・公平の理念や条理まで持ち出してい

る点で、最判平成10年に対しては、民法158条に依拠しているからといって、

除斥期間の適用制限を限定的に解すべき理論的必然性も合理性もなく、した

がって、それよりはむしろ、信義則・権利濫用や正義・公平の理念、条理と

いった一般条項がその根底に横たわっている民法158条の趣旨を生かす解釈

論、つまり正義・公平の理念や条理とともにこの条文が活用されたものと見

て、その射程を広く解する解釈論を目指すほうが妥当ではないか、と考える

わけである。

他方、最判平成21年は、民法160条の法意に照らして民法724条後段の20年

（30）前田・前掲注（26）「判例研究」61頁参照。
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の除斥期間の適用を制限する理論構成をとった原審の判断を妥当として是認

している。除斥期間の適用制限のために時効停止規定を活用した最判平成10

年に続く第2番目の最高裁判決であり、民法160条を活用した最初のもので

あった。最判平成10年により民法158条が、最判平成21年により民法160条が

活用されたことによって、民法724条後段の20年の除斥期間の適用を制限す

るために時効停止規定の活用がそのための解釈論として一定の意義を獲得し

たとも評し得る（31）反面、具体的事案の妥当な解決という観点からは、なお限

定的すぎるのではないか、との批判も可能であろう。

民法158条の条文を活用して民法724条後段の除斥期間の適用を制限した最

判平成10年は、前述したように、心神喪失の常況にあり意思能力を著しく欠

く被害者（当時22歳）が禁治産宣告を受けることなく、長期間にわたって両

親より療養看護を受けていたという事情に加え、その後禁治産宣告を受けて

後見人に就職した者（父）がその時から6箇月内に損害賠償請求権を行使し

た（親権者と称して弁護士に訴訟委任をした）という特段の事情があること

を特に重視して、民法158条の法意に照らし民法724条後段の効果は生じない、

と判断している。しかし、そこでは、旧条文158条の文言に見られる「禁治

産者」に、実質的には著しく意思能力を欠くが、当時禁治産宣告を受けてい

なかった成年者（未成年者でもない！）をこれにあてはめ、さらに条文中の

（31）以上につき、中村心「判例解説」法曹時報64巻1号（2010年）145頁以下参照（『最高裁判所
判例解説 民事篇 平成21年度（上）』（2012年）392頁以下に所収）。とりわけ、橋本英史「生
死不明であった死亡被害者の遺族による加害者に対する不法行為に基づく損害賠償請求と除
斥期間の適用」判例時報1946号（2006年）特に9頁以下、同・前掲注（15）「法解釈」特に
98頁以下は、最判平成10年のとる民法158条の法意適用論を肯定的に分析、評価されたうえ
で、民法158条以外にも159条や161条、130条の法意による除斥期間の効果制限をも提唱され
ている。そこでは、正義・公平の理念や条理に基づく除斥期間の効果制限の判断枠組みをこ
れらの規定に求められている観をも呈されているが、しかし、その際の判断枠組みは必ずし
も明確ではないように思われる。この点につき、松本克美「判例研究」法律時報81巻13号（2009
年）383頁の注（16）参照（同『続・時効と正義』（日本評論社、2012年）に所収）。
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「就職シタル時ヨリ六个月内」についても後見人がこの期間内に弁護士への

訴訟委任を通して損害賠償請求権を行使したということまで付加して捉え直

し、同条を活用している点で、単純な類推適用ではないことは明らかであり、

その意味でも「法意に照らして」という表現が使われた理由は容易に想像が

付く。しかし、その一方で、民法上に何らかの類似の条文、近似する条文が

存在する場合に限って限定的に活用されたにすぎないと受け取るには、民法

158条の文言からの隔たりは極めて大きいといわざるを得ない。先にも指摘

したように、民法158条は本来権利者による権利行使の困難性（権利行使の

期待不可能性）を理由に一定の期間時効が完成しない（＝停止する）ことを

規定しているにすぎないものであるが、ここでは、民法158条のように、後

見人が選任された後6箇月間除斥期間の満了を停止させるというのではなく、

民法724条後段の効果は生じないとして除斥期間の適用を制限することまで

認めているのである。さらに民法158条にはない、加害者の不法行為（予防

接種）を原因として心神喪失の常況にあること、すなわち「被害者は、およ

そ権利行使が不可能であるのに、単に20年が経過したということのみをもっ

て一切の権利行使が許されないこととなる反面、心神喪失の原因を与えた加

害者は、20年の経過によって損害賠償義務を免れる結果とな」るという加害

者側の要因（権利不行使に対する義務者の関与という事情）もまた、除斥期

間の適用制限の実質的な根拠とされている。これはもはや信義誠実の原則・

権利濫用禁止の法理、具体的正義・実質的衡平や条理といった一般条項の適

用問題そのものであって、これらの理念を条文として体現した、極めて具体

的事情（要件）の近似している民法158条がたまたま引かれたにすぎないの

ではないか、と評することのほうが妥当なように思われるのである（32）。

そうして、最判平成21年に対しても、最判平成10年に対して先に述べたこ

とがほぼ同様に指摘し得る。すなわち、民法160条の条文を活用して民法724

条後段の除斥期間の適用を制限した最判平成21年は、「民法160条は、相続財

カネミ油症訴訟と民法724条（石松） ―595―

（33）



産に関しては相続人が確定した時等から6か月を経過するまでの間は時効は

完成しない旨を規定しているが、その趣旨は、相続人が確定しないことによ

り権利者が時効中断の機会を逸し、時効完成の不利益を受けることを防ぐこ

とにあると解され、相続人が確定する前に時効期間が経過した場合にも、相

続人が確定した時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない（…

略…）。そして、相続人が被相続人の死亡の事実を知らない場合は、同法915

条1項所定のいわゆる熟慮期間が経過しないから、相続人は確定しない」と、

まず民法160条の制度趣旨を確認する。そのうえで「民法724条後段の規定を

字義どおりに解すれば、不法行為により被害者が死亡したが、その相続人が

被害者の死亡の事実を知らずに不法行為から20年が経過した場合は、相続人

が不法行為に基づく損害賠償請求権を行使する機会がないまま、同請求権は

除斥期間により消滅することとなる。しかしながら、被害者を殺害した加害

者が、被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更

に作出し、そのために相続人はその事実を知ることができず、相続人が確定

しないまま除斥期間が経過した場合にも、相続人は一切の権利行使をするこ

とが許されず、相続人が確定しないことの原因を作った加害者は損害賠償義

務を免れるということは、著しく正義・公平の理念に反する。このような場

合に相続人を保護する必要があることは、前記の時効の場合と同様であり、

その限度で民法724条後段の効果を制限することは、条理にもかなう」と判

示して、民法724条後段の規定を形式的、機械的に適用することに伴う不都

合を指摘し、民法724条後段の適用制限による相続人の保護を強調している。

そして「被害者を殺害した加害者が、被害者の相続人において被害者の死亡

（32）前田・前掲注（26）「判例研究」61頁、潮見佳男『不法行為法』（信山社、1999年）298頁参
照。ちなみに、強制連行・強制労働に関する戦後補償裁判の1つである【41】判決において
は、時効停止規定を持ち出すことなしに正義・公平の理念や条理に基づく民法724条後段の
効果制限の可能性が示唆されており、以上の理解とも符合する。
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の事実を知り得ない状況を殊更に作出し、そのために相続人はその事実を知

ることができず、相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した

場合において、その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害

に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があると

きは、民法160条の法意に照らし、同法724条後段の効果は生じないものと解

するのが相当」と判示しているのである。

以上の判断枠組みは、民法158条の条文を活用して民法724条後段の除斥期

間の適用を制限した最判平成10年と基本的に一致しているといえよう。本来

権利者による権利行使の困難性（権利行使に対する期待不可能性）のみを想

定して規定されているにすぎない民法160条につき、その条文上にはない加

害者側の事情、すなわち、被害者を殺害した加害者が被害者の相続人におい

て被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出したという事情（権利

不行使に対する義務者の関与）が付加されている。ただ、条文上に「相続人

が確定した時…から6箇月を経過する間は、時効は、完成しない」とある部

分を、その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が本件殺害に係る不

法行為に基づく損害賠償請求権（したがって、Ｘら固有の損害賠償請求権で

はない！）を行使したという特段の事情があれば、除斥期間の効果は生じな

いとしている点で、民法160条の要件を充足しているようにも見えるが、先

に指摘した付加的な事情が追加されていることから、類推適用ではなく「法

意に照らして」という表現による構成となっているのも、最判平成10年とほ

ぼ同じ事情によるものであろう。このような構成が採用された理由もまた、

最判平成10年同様、容易に想像が付く（33）。

以上のことから、最判平成10年の場合と同様に、信義誠実の原則や権利濫

用禁止の法理、具体的正義・実質的衡平や条理の適用を扱っているものと見

るべきであり、これらの理念を条文として体現しているものとして当該事案

に最も具体的事情（要件）が近似している民法160条がここでもまた引き合
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いに出されたにすぎない、というべきであろう（34）。換言すれば、正義・公平

の理念や条理の適用の一環として民法160条が引かれているにすぎないと見

るほうが妥当といえるわけである。しかし、そこでは民法160条の法意適用

による除斥期間の適用制限ということから、その射程については殺害被害者

の相続財産に関する権利に限られるという限界があった。実際に、最判平成

21年では、権利者による権利行使の困難性（権利行使に対する期待不可能性）

に加えて、加害者が被害者側の権利行使を殊更に妨害したという特段の事情

（遺体隠蔽行為）を重視しながらも、Ｘら固有の損害賠償請求権自体は除斥

期間の経過により消滅している、と判断されている。具体的正義・実質的衡

平や条理などに基づく妥当な問題解決という視点から眺めた場合、果たして

妥当といえるだろうか（35）。その意味でも、最判平成21年の判断枠組みもまた

技巧的である一方、狭きに失するのではないか、との指摘ができるわけであ

る（36）。

（33）松本・前掲注（31）「判例研究」382頁、吉村・前掲注（28）「判例批評」473頁など参照。な
お、福田健太郎「判例研究」法律時報81巻2号（2009年）118～119頁は要件充足の点から最
判平成21年を民法160条の類推適用ケースと見るのに対して、新井敦志「判例研究」立正法
学論集42巻2号（2009年）特に167頁以下は、法意論と類推適用論とを特に区別することな
く、除斥期間への時効停止規定の類推適用可能性を、時効停止規定の根底にある考え方から、
好意的に評されている。また、中村肇「判例解説」法学セミナー656号（2009年）136頁は、
当事者の権利行使可能性に焦点をあてて実質的な例外規範の構築を要請される。加重的要件
の追加によって要件的にさらに絞りをかけているともいえそうであるが、私見は、後者の考
え方を妥当と解する。また、田中宏治「判例評釈」判例評論602号（2009年）17頁〔判例時
報2030号〕、矢澤久純「判例研究」法学新報105巻12号（1999年）297頁なども参照。

ちなみに、以上の点に関連する非常に興味深い論稿として、道垣内弘人「いくつかの最高
裁判決に見る『○○条の類推』と『○○条の法意に照らす』の区別」田原睦夫先生古稀・最
高裁判事退官記念論文集『現代民事法の実務と理論（上巻）』（きんざい、2013年）104頁以
下参照。

（34）齋藤由起「判例解説」法学教室353号別冊付録『判例セレクト2009［Ⅰ］』（2010年）22頁参
照。

（35）久須本・前掲注（19）「判例評釈」90頁、橋本（佳）・前掲注（13）「判例評論」68頁、吉村・
前掲注（28）「判例批評」480～481頁など参照。
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周知の通り、時効停止規定は、一般に時効期間の満了間際に権利者が時効

中断措置をとり得ないか、または、とることが著しく困難な状況にある場合

にも、時効期間の経過によって権利消滅の効果を形式的、機械的に認めるこ

とは権利者にとって酷であり、また、かりに停止を認めたとしても、その猶

予期間は限られており、権利関係を早期に確定しようとする期間制限の趣旨

にも反するわけではないため、一定の場合に時効の完成を一時的に猶予する

趣旨に出たものと解されている（37）。そうすると、これは、時効期間の満了に

伴う権利消滅という効果を形式的、機械的に認めることが正義・公平の理念

や条理などに反することから、実質的には具体的妥当性の確保の観点から、

一定の場合に権利者の権利行使の機会を保障するために定められたものとも

解することができよう。そうであるとすれば、時効停止規定の根底には信義

誠実の原則や権利濫用禁止の法理といった一般条項が基本的に横たわってい

るのであり、したがって、時効停止規定は一定の具体的な場面で正義・公平

の理念や条理といった一般条項に基づいて猶予期間が与えられているものに

すぎないと見られなくもないわけである（38）。これもまた、除斥期間の適用制

限を限定的に解すべき理論的必然性・合理性はないのではないかと指摘し得

る所以である。

（36）加藤雅信「判例評釈」判例タイムズ1284号（2009年）87頁、松本・前掲注（31）「判例研究」
382頁なども同旨。しかしながら、加藤教授は、その一方で最判平成21年の判断枠組みでは
射程が広すぎる場合も出てくるとの指摘をされ、田中・前掲注（33）「判例評釈」17頁は、
実際の損害填補の状況からは「国民感情」に迎合したとの誹りを受ける危険性があると指摘
される。かりにそうであるとしても、だからこそ、除斥期間の適用制限に関する要件の明確
化・精緻化が必要なのであって、これを避けて消滅時効説に立場を転換させたからといって、
問題の具体的妥当な解決という視点からの信義則・権利濫用による適用制限の問題それ自体
はいっこうに解決されないままとなるのではなかろうか。

（37）我妻榮『新訂民法総則（民法講義Ⅰ）』（岩波書店、1965年）437～438頁、川島武宜『民法総
則』（岩波書店、1965年）574頁、四宮和夫＝能見善久『民法総則〔第8版〕』（弘文堂、2010
年）399～401頁など。また、近江幸治『民法講義Ⅰ民法総則〔第6版補訂〕』（成文堂、2012
年）372頁も参照。
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以上のように解し得るとすれば、最判平成10年や最判平成21年の提示した

特段の事情が存する場合以外にも、つまり、民法158条や160条に近似する場

面以外でも、除斥期間の適用制限が認められてしかるべき場面があり得ると

いうことになるが、それでは、それ以外のいかなる特段の事情が存する場合

に除斥期間の適用制限は認められ得るのだろうか。

ところが、このような適用制限の場面を具体的かつ網羅的に提示すること

は、一般条項の適用場面の探求そのものということから、容易な作業ではな

い（39）。そこで、以下では、本件の事案を基にその可能性を探り、適用制限の

場面の一つといえるかどうかを、最後に検討してみることにしよう。

（38）新井・前掲注（24）「判例研究」168頁参照。なお、同「消滅時効準則に関する一考察（一）」
立正法学論集43巻1号（2009年）51頁も参照。さらに債権法改正作業のなかでも、民法（債
権法）改正検討委員会は、試案として現行の158条から161条までを維持する（【3．1．3．62】
＜1＞＜イ＞）とともに、協議の合意による債権時効期間の進行停止規定（【3．1．3．60】）の
新設などを提案していたが、これらはいずれも債権者に対する権利行使の合理的期待可能性
という視点からの解説がなされていた。内田貴『債権法の新時代』（商事法務、2009年）145
～146頁も、この協議による進行停止規定に関して「いきなり一般条項によるのではなく、
もう一段階具体的なレベルで反映しうる規範を用意することをめざしている」と説明されて
いる。

（39）もちろん、その際に、たとえば、援用を要しない消滅時効という点では除斥期間に類似する
期間制限に関してその適用制限が問題となった、最判2007（平成19）年2月6日民集61巻1
号122頁はじめ、純粋に消滅時効の援用に対する信義則・権利濫用の適用可能性が問題となっ
た事例群から抽出し得る判断枠組みを参考にすることも、一つの有効な手立てといえよう（松
本・前掲注（20）「判例研究」93～94頁参照）。しかし、私見はさらに、国内外の判例・学説
の検討を通して、信義則・権利濫用による除斥期間の適用制限の類型として、❶反信義性の
強い「悪意型」、そこまでには至らないまでも、❷債務者の一定の容態から債権者に履行に
対する信頼や期待を惹起させた「帰責（矛盾的容態による信頼保護）型」、さらには、❸具
体的正義・実質的衡平の維持・確保の視点から効果制限を検討、判断すべき「客観的利益調
整型」、の三類型を試みに提示したことがある（石松勉「除斥期間の経過と信義則に関する
一考察」岡山商科大学法学論叢1号（1993年）53頁以下、同「ドイツにおける『除斥期間の
濫用的主張の不許容』理論について」岡山商科大学法経学部創設記念論集『現代法学の諸相』
（法律文化社、1992年）121頁以下参照）。なお、久須本・前掲注（19）「判例評釈」91頁は、
このような判断枠組みの定式化・類型化には否定的である。
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ところで、その前に一つ確認しておきたい点がある。それは、法律の条文

には見られないものの、除斥期間という期間制限制度もまた、他の法制度と

同じように、単なる時の経過による権利の絶対的消滅・法律関係の画一的確

定それ自体を目的としているわけではなく、それに伴う法的保護を与えるた

めに措定された期間制限の制度のはずである。そうであるとすると、除斥期

間の適用による法的保護を与えるに値しないような情況が認められる場合に

までその適用が当然に要請されているわけではなく、逆に、その適用の制限

や回避を考えるべきことは当然に想定されてしかるべきとも解し得る。した

がって、除斥期間制度の趣旨としてしばしば指摘される「法律関係の早期・

画一的確定」や「権利の不安定状態に絶対的に終止符を打つ」といった公益

上の要請もまた、信義則や権利濫用といった一般条項の適用を完全に排除し

ようとする趣旨ではないのではないか、ということである（40）。そうすると、

本件の場合においても、民法724条後段の20年の除斥期間を適用して法的保

護を与えるに値しないほどの特段の事情が存在しているといえるかどうかが

問題となってくるわけである。

本件の場合、まず、加害者側が被害者の損害賠償請求権の行使を悪意をもっ

て（故意に）妨害したり、著しく困難にしたという事情（権利行使に関して

反信義性を帯びた事情）は見られない。単に、被害者がカネミ油症の認定を

受ける前の段階では、カネミ油症に罹患したことの立証が難しく加害者を訴

えても敗訴する可能性が高かったと考えられることから、権利行使をしな

かったにすぎないという事情が見られるのみである。この限りでは、信義則・

権利濫用の適用のための加害者側の考慮要素は何もない。

それでは、加害者の容態そのものに悪意性ないし反信義性は認められない

ものの、加害者の容態から直接または間接に、たとえ除斥期間が経過したと

（40）橋本（佳）・前掲注（13）「判例評論」69頁参照。
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しても、加害者はその後においても被害者に対して損害賠償義務を履行して

くれるであろうとの印象ないし期待、信頼を惹き起こすような事情が見られ

たか、という点はどうだろうか。しかし、本件の場合には、これもまた見当

たらない。被害者の権利行使に対する加害者の悪意性ないし反信義性はもち

ろん、信義則・権利濫用の適用可能性のある、加害者の義務履行の信頼惹起

に対する非難可能性もまた、加害者サイドに存在していたとはいい難いので

ある。

それでは、最後に、加害者・被害者双方の主観的な事情とは全く関係なく、

期間の経過は認められるが、しかし、その期間の経過が無理からぬ、止むを

得ない情況や特段の事情の下で生じているといえないかどうか、という客観

的事情の点はどうだろうか。もしこの点を指摘することができれば、信義則・

権利濫用の適用可能性の余地が認められ、また除斥期間の適用制限を肯定し

てもあながち不当とはいえない場合もあり得るように思われるからである。

本件の場合、当初カネミ油症の認定を受けていなかったＸらにおいて、カ

ネミ油症に罹患後、20年の除斥期間経過前にＹらに対して損害賠償請求権を

行使していくということは、前述した通り、事実上難しかったといえよう。

とりわけ、Ｘらには、カネミ油症の認定を受けた患者と同様に、Ｙ1から一

定の一時金を受領していたという事実（41）も認められるようであるが、そうで

あるとすれば、これによりなお一層、県や市からのカネミ油症の認定が下り

るまでは訴訟等は控え、Ｙらに対して損害賠償請求訴訟を提起して勝訴判決

を受け、あるいは、裁判上の和解により賠償金を得ようという期待は強まら

なかったものとも考えられる。ましてや、カネミ油症の症状がじん肺や水俣

（41）もっとも、この事実により、実際の損害の填補状況が他のカネミ油症患者らとほぼ同様であ
り、それなりの賠償が得られていたということになれば、カネミ油症被害者間の不公平の差
はそれほどなかったということになり、X らにつき除斥期間の経過による損害賠償請求権の
消滅を認めることにも一定の合理性があったといえる可能性も出てくるように思われる。
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病、Ｂ型肝炎などと似たような症状なのかどうかが必ずしも医学的に充分に

は解明されているとはいえない状況にあるとすれば、それにもかかわらず早

い段階でカネミ油症の認定を受けた被害者と、Ｘらのように、カネミ油症の

認定が認定基準の度重なる変更に伴って遅くなされた被害者との間で、除斥

期間の経過という一事をもって損害の賠償による救済・保護に差が生じると

いうことは、具体的正義・実質的衡平に著しく反するものともいえ、信義誠

実の原則や権利濫用禁止の法理に照らし除斥期間の適用制限を認めてもよ

かったのではないか、とも指摘できるわけである（42）。カネミ油症被害という

甚大な食品公害に伴って、被害者はこれまでの日常生活とは異なり、何らか

の支障を来すような生活を強いられるうえ、思わぬ経済的負担や、さらには

カネミ油症に特徴的な皮膚症状などによる偏見にもさられ、ともすれば差別

などによる社会的危険にもさらされかねないにもかかわらず、除斥期間の経

過という一事をもって損害賠償請求の途を閉ざしてしまうことは条理の理念

にも反するというべきであろう。その反面、除斥期間の経過を認めて法律関

係の画一的確定化・法的明確化・法的安定化といった趣旨・目的を貫徹すべ

き強い要請が本件の場面でＹら側に存在していたとも思われない。不安定な

法律関係が無限定に長期化されるということのみを理由に、Ｙらに除斥期間

の経過に伴う法的保護を与えたことが果たして正当といえるだろうか（43）。こ

のように考えると、信義則・権利濫用による除斥期間の適用制限を肯定的に

解してもよかったのではないか、といえるわけである。

（42）最判平成10年も、予防接種ワクチンの副反応による被害児及びその両親ら160名余りの原告
のうち当該被害児及びその両親の3名についてのみ除斥期間の経過が問題となったケースで、
損害の填補による保護・救済が受けられる他の多くの被害児らとの間の不均衡をも考慮に入
れたことは想像に難くない。

（43）松本・前掲注（31）「判例研究」382頁参照。
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六 結びに代えて

今回のカネミ油症訴訟は、現在進行中の民法改正論議とも絡んで問題と

なってくる注目すべき論点（44）を含んだ判決であったといえる。そこでは、新

たな認定基準に基づいてカネミ油症患者と認定された者はカネミ油症に認定

されないうちは損害賠償請求権の行使が事実上困難であったにもかかわらず、

民法724条に照らすとその請求権の消滅が認められることとなるが、これは

果たして妥当といえるだろうか、もし妥当ではないとしても、それをいかな

る解釈論によって被害者の救済を図り得るか、という除斥期間の起算点の問

題及びその適用制限の問題が特に提起されていたといえよう。本研究は、こ

れら2点について、これまでの私見をも踏まえながら簡単な考察を加えたも

のである。大方のご批判を乞う次第である。

（2014（平成26）年9月20日稿）

（44）これに関する私見の詳細については、石松・前掲注（1）「一試論（1）」121頁以下、同「一
試論（2・完）」341頁以下を参照。
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民法724条後段の20年の期間制限に関連する裁判例一覧
判例
番号 裁判所 判決年月日 出典 事案の概要（事件名） 起算点 除斥期間

の経過
除斥期間の
適用制限 備考

【1】 福島地裁
いわき支部

1990（平成2）年
2月28日

判時1334号53頁、
判タ719号223頁、
労判563号113頁

常磐炭鉱じん肺訴訟第
一審判決

加害行為の止んだ
時 ○ －

除斥期間の起算点に
ついては損害の全部
が確定していなくと
もその一部が発生し
ていることが客観的
に明らかとなったこ
とをもって足りると
して、粉じん職場を
離れた日と最初の行
政決定がなされた時
とを比較していずれ
か遅い時点とした

【2】 最高裁 1990（平成2）年
3月6日

裁判集民事159号
199頁

旧陸軍において上官よ
り暴行を受けたことに
より後遺症が残ったと
して不法行為に基づく
損害賠償を請求した事
案の上告審判決

暴行時（加害行為
時） ○ －

【3】 京都地裁 1990（平成2）年
7月18日

判タ746号137頁、
労判567号22頁

公立聾学校の教職員が
教諭への採用が7年間
遅れたことが聴覚障害
等を理由とする差別的
取扱いにあったとして、
退職後に今後共済年金
から控除される金員及
び慰謝料を損害として
その賠償を請求した事
件（京都府立聾学校事
件第一審判決）

共済年金の控除損
害につき年金額の
決定通知時（損害
が現実に発生すべ
きことの客観的認
識が可能となった
時）

× －

ただし、精神的苦痛
による損害について
は逐次進行説を採用
して、除斥期間の経
過による消滅を認め
た

【4】 東京地裁 1990（平成2）年
8月27日 判時1379号105頁

用地買収事務の委託を
受けた町長に対する不
法行為を理由とする損
害賠償請求事件

加害行為時 ○ －

町長より、原告と公
団の土地売買につき
原告の希望額を公団
が承諾している、大
幅に下回る裁定金額
であるにもかかわら
ずそれを裁定金額の
一部であるなどと、
虚偽の報告を受けた
時を、除斥期間の起
算点とした

【5】 東京高裁 1992（平成4）年
12月18日

判時1445号3頁、
判タ807号78頁、
訟月40巻1号1頁、
高裁民集45巻3号
212頁、東京高裁判
決時報民事43巻1
～12号85頁

東京予防接種禍集団訴
訟控訴審判決

予防接種時（加害
行為時） ○ ×（＊）

（＊）最判平成元年12
月21日と同旨のこと
を判示して、除斥期
間に対する信義則・
権利濫用の適用を否
定

【6】 千葉地裁 1993（平成5）年
8月9日

判タ826号125頁、
労判653号20頁

千葉じん肺訴訟第一審
判決

不法行為の全要件
を充足した時 × －

除斥期間の起算点に
ついて損害発生が客
観的に確定した時と
解し、除斥期間の経
過を否定

【7】 静岡地裁 1993（平成5）年
11月25日

登記先例解説集
389号147頁

登記官の所有権移転登
記の遺漏を理由とした
損害賠償請求事件

所有権移転登記を
遺漏したまま登記
済証を交付した時
（違法行為終了時）

○ －
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判例
番号 裁判所 判決年月日 出典 事案の概要（事件名） 起算点 除斥期間

の経過
除斥期間の
適用制限 備考

【8】 京都地裁 1993（平成5）年
11月26日

判時1476号3頁、
判タ838号101頁、
訟月40巻11号2581
頁、判例地方自治
120号72頁

水俣病京都訴訟第一審
判決

不明（水俣病に罹
患する可能性の
あった不知火海沿
岸地域から他県へ
移住した時点また
はチッソ水俣工場
でアセトアルデヒ
ドの製造が停止さ
れた時点）

○ ○（＊）

（＊）補償問題等の経
過を熟知している国
や県が除斥期間経過
の主張をすることは
信義則に反するとし
た

【9】 大阪高裁 1994（平成6）年
3月16日

判時1500号15頁、
判タ862号206頁、
訟月42巻3号457
頁

予防接種ワクチン禍大
阪訴訟控訴審判決

予防接種時（加害
行為時） ×（＊） －

（＊）ただし、時効の
停止に関する民法
158条を類推適用し
て除斥期間の経過を
否定

【10】 大阪地裁 1994（平成6）年
7月11日

判時1506号5頁、
判タ856号81頁、
訟月41巻8号1799
頁、判例地方自治
125号34頁

水俣病関西訴訟第一審
判決

加害行為が終了し
てから相当の期間
が経過した時（加
害行為終了時・損
害発生時）

×（＊） －

（＊）水俣病の潜伏
性・遅発性（水俣湾
またはその周辺海域
の魚介類の摂取を中
止してから4年以内
に水俣病の症状が客
観的に現れること）
を考慮に入れ、転居
後4年経過した時以
降に客観的に最初の
損害が発生していた
と推認されるとして、
その時点を除斥期間
の起算点としたうえ
で、除斥期間の経過
を否定

【11】 東京地裁 1995（平成7）年
7月27日

判時1563号121頁、
判タ894号197頁、
訟月42巻10号2368
頁

上敷香韓人虐殺事件訴
訟第一審判決

虐殺時（不法行為
時） ○ ×（＊）

（＊）除斥期間の経過
による利益の放棄、
信義則違反ないし権
利濫用を認める余地
はないとした

【12】 富山地裁 1996（平成8）年
7月24日

判タ941号183頁、
労判699号32頁

不二越女子勤労挺身隊
員等による未払賃金請
求及び不法行為に基づ
く損害賠償請求訴訟の
第一審判決

帰国時（加害行為
終了時） ○ ×（＊）

（＊）除斥期間に関し
て権利濫用を適用す
る余地はないとした
最判平成元年12月21
日に基づき、権利濫
用の主張を排斥

【13】 東京高裁 1996（平成8）年
8月7日

訟月43巻7号1610
頁

上敷香韓人虐殺事件訴
訟控訴審判決

虐殺時（不法行為
時） ○ ×（＊）

（＊）除斥期間の経過
による利益の放棄、
信義則違反・権利濫
用の適用を認める余
地はないとした第一
審判決（【11】判決）
を踏襲

【14】 浦和地裁 1997（平成9）年
4月25日

民集55巻6号1323
頁、金判1134号9
頁

土地及びその地上建物
の買主が買受土地の一
部に道路位置指定がな
された部分が含まれて
いることを理由に売主
の瑕疵担保責任・不法
行為損害賠償責任とし
ての損害賠償を請求し
た事案

道路位置指定の有
無を調査しそれを
告知すべき義務に
違反してなされた
売買契約締結の日
または所有権移転
の日ないし所有権
移転登記の日（不
法行為時）

○ ×（＊）

（＊）故意・過失によ
り他人に損害を与え
た不法行為者が除斥
期間の主張をしただ
けでは権利の濫用に
はならないとした

【15】 東京地裁 1997（平成9）年
5月26日

判時1614号41頁、
判タ960号220頁

川崎製鉄所強制連行・
強制労働・暴行傷害事
件訴訟第一審判決

暴行時（加害行為
時）、遅くとも後
遺障害固定時

○ －
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【16】 東京地裁 1997（平成9）年
12月10日 判タ988号250頁

花岡出張所強制連行・
強制労働損害賠償請求
訴訟第一審判決

帰国時（不法行為
終了時） ○ ×（＊）

（＊）除斥期間の経過
による利益の放棄、
権利濫用とも除斥期
間の性質上その観念
を容れる余地はない
とした

【17】 東京地裁 1998（平成10）年
5月26日 判タ976号262頁

過去3回の強姦を理由
とする不法行為に基づ
く損害賠償請求訴訟の
第一審判決

強姦時（不法行為
時） ○ －

【18】 最高裁 1998（平成10）年
6月12日

民集52巻4号1087
頁、判時1644号42
頁、判タ980号85
頁、金法1550号31
頁、金判1052号15
頁、訟月45巻5号
954頁、裁時1221
号4頁、裁判集民
事188号565頁

予防接種ワクチン禍大
阪訴訟上告審判決

予防接種時（加害
行為時） ○ ○（＊）

（＊）時効の停止に関
する民法158条の法
意に照らし除斥期間
の適用制限を認めた
ものの、その射程は
非常に限定的とした

【19】 東京地裁 1998（平成10）年
7月16日 判タ1046号270頁

第二次大戦中に満州国
内において夫を日本軍
人に殺害されたことを
理由とする妻の日本国
に対する損害賠償請求
事件

暴行時（加害行為
時） ○ －

除斥期間の趣旨・性
質から中断や停止、
権利濫用の観念を容
れる余地はないとし
た

【20】 東京地裁 1998（平成10）年
10月9日

判時1683号57頁、
判タ1029号96頁、
訟月45巻9号1597
頁

フィリピン女性らが第
二次大戦中に日本の軍
人により暴行、監禁及
び強姦等を受けたこと
を理由とする損害賠償
請求事件（フィリピン
性奴隷損害賠償請求訴
訟第一審判決）

暴行、監禁及び強
姦等の行為時（加
害行為時）

○ －

【21】 名古屋高裁
金沢支部

1998（平成10）年
12月21日 判タ1046号161頁

不二越女子勤労挺身隊
員等による未払賃金請
求及び不法行為に基づ
く損害賠償請求訴訟の
控訴審判決

帰国時（加害行為
終了時） ○ ×（＊）

（＊）除斥期間の起算
点については第一審
判決（【12】判決）と
同様に帰国時と解し
て除斥期間の経過を
認め、最判平成10年
6月12日に基づく除
斥期間の適用排除の
主張については特段
の事情が認められな
いとして退けた

【22】 広島地裁 1999（平成11）年
3月25日

訟月47巻7号1677
頁

広島三菱徴用工訴訟第
一審判決

帰国時（加害行為
終了時） ○ ×（＊）

（＊）最判平成10年6
月12日のような民法
724条後段の効果を
制限すべき特段の事
情は認められないと
して、除斥期間の適
用制限を否定
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【23】 東京高裁 1999（平成11）年
7月22日 判タ1017号166頁

過去3回の強姦を理由
とする不法行為に基づ
く損害賠償請求訴訟の
第二審判決

強姦時（？） ○ ×（＊）

（＊）除斥期間の起算
点については明確な
判示をおこなってい
ないが、第一審判決
（【17】判決）が除斥
期間の経過を理由に
損害賠償請求権は消
滅しているとした点
に対する、最判平成
10年6月12日を基に
した反論については、
著しく事案を異にす
るとして、その主張
を排斥

【24】 名古屋地裁 2000（平成12）年
11月27日

判時1746号3頁、
判タ1066号104頁、
訟月48巻2号163
頁

名古屋南部大気汚染公
害差止等請求訴訟の第
一審判決

継続的不法行為終
了時（損害発生時） ×（＊） －

（＊）除斥期間の起算
点に関して、排煙に
よる被害の累積拡大
性・継続性、増悪性
等を理由に発症した
損害を一体的に見て
いる点が特徴的

【25】 東京高裁 2000（平成12）年
11月30日

判時1741号40頁、
訟月48巻3号685
頁

在日韓国人従軍慰安婦
戦後補償請求訴訟控訴
審判決

在日韓国人の財産、
権利及び利益に関
する実体上の権利
を消滅することな
く存続することが
確定した日韓請求
権協定の発効日及
び財産権措置法の
施行日（権利行使
可能な法律関係の
確定時）

○（＊） ×（＊）

（＊）除斥期間の起算
点について権利行使
の困難性を考慮した
点で特徴的。ただし、
除斥期間の経過を認
めるとともに、その
適用制限は否定

【26】 東京高裁 2000（平成12）年
12月6日

判時1744号48頁、
判タ1066号191頁、
訟月47巻11号3301
頁

フィリピン女性らが第
二次大戦中に日本の軍
人により暴行、監禁及
び強姦等を受けたこと
を理由とする損害賠償
請求事件（フィリピン
性奴隷損害賠償請求訴
訟控訴審判決）

不法行為時（加害
行為時） ○ ×（＊）

（＊）本件事案は、極
めて例外的な事情を
考慮して判断してい
る最判平成10年6月
12日の射程からは外
れるとして、除斥期
間の適用制限を否定

【27】 大阪高裁 2001（平成13）年
4月27日

判時1761号3頁、
判タ1105号96頁、
訟月48巻12号2821
頁

水俣病関西訴訟控訴審
判決

加害行為が終了し
てから相当の期間
が経過した時（損
害発生時）

×（＊） －

（＊）水俣病の潜伏
性・遅発性（水俣湾
またはその周辺海域
の魚介類の摂取を中
止してから4年以内
に水俣病の症状が客
観的に現れること）
を考慮に入れ、転居
後4年経過した時を
除斥期間の起算点と
した第一審判決（【10】
判決）を引用

【28】 熊本地裁 2001（平成13）年
5月11日

判時1748号30頁、
判タ1070号151頁、
訟月48巻4号881
頁

ハンセン病訴訟熊本地
裁判決

らい予防法廃止時
（違法行為終了時） × －

【29】 東京地裁 2001（平成13）年
5月30日 判タ1138号167頁

中国人女性らが第二次
大戦中に日本の軍人に
より暴行、監禁及び強
姦等を受けたことを理
由とする損害賠償請求
事件

不法行為時 ○ ×（＊）

（＊）最判平成10年6
月12日のような除斥
期間の適用を排除す
べき特段の事情は見
当たらないとした
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【30】 東京地裁 2001（平成13）年
7月12日

判タ1067号119頁、
訟月49巻10号2815
頁

中国人強制連行・強制
労働国家賠償請求訴訟
第一審判決（劉連仁事
件）

不法行為時 ○ ○（＊）

（＊）除斥期間の適用
が著しく正義・公平
の理念に反し、その
適用を制限すること
が条理にかなう場合
には除斥期間を適用
制限すべきとし、条
理そのものを除斥期
間の適用制限の根拠
とした点で特徴的

【31】 東京地裁 2002（平成14）年
3月29日 判時1804号50頁 中国人従軍慰安婦戦後

補償裁判第一審判決 不法行為時 ○ ×（＊）

（＊）信義則や権利濫
用による除斥期間の
適用制限自体を否定。
最判平成10年6月12
日の射程は限定的と
解する

【32】 福岡地裁 2002（平成14）年
4月26日

判時1809号111頁、
判タ1098号267頁、
訟月50巻2号363
頁

福岡中国人強制連行・
強制労働損害賠償請求
訴訟第一審判決

中国送還時（加害
行為終了時） ○ ○（＊）

（＊）除斥期間の適用
により損害賠償義務
を免れることは著し
く正義・公平の理念
に反するとして、そ
の適用を制限するの
が相当とした

【33】 東京地裁 2002（平成14）年
6月28日

訟月49巻11号3015
頁

旧日本軍による中国人
無差別虐殺に基づく国
家賠償請求訴訟（平頂
山虐殺事件）

不法行為時 ○ ×（＊）

（＊）信義則や権利濫
用による除斥期間の
適用制限自体を否定。
最判平成10年6月12
日の射程は限定的と
解した

【34】 広島地裁 2002（平成14）年
7月9日

民集61巻3号1224
頁、判タ1110号253
頁

西松建設中国人強制連
行・強制労働事件訴訟
第一審判決

中国送還時または
事業場等での死亡
時（加害行為終了
時）

○ ×（＊）

（＊）最判平成10年6
月12日のいう特段の
事情は認められない
として、除斥期間の
適用制限を否定。さ
らに不法行為の悪質
性や被害の重大性を
除斥期間の適用制限
の際に考慮すること
は事実上被害者側の
心情に流された恣意
的な運用を招く弊害
が懸念されるとも判
示

【35】 東京地裁 2002（平成14）年
10月15日 判タ1162号154頁 台湾従軍慰安婦損害賠

償等請求訴訟 加害行為終了時 ○ ×（＊）

（＊）最判平成10年6
月12日のいう特段の
事情は認められない
として、除斥期間の
適用制限を否定

【36】 京都地裁 2003（平成15）年
1月15日 判時1822号83頁

中国人強制連行・強制
労働損害賠償請求訴訟
第一審判決

中国帰還時（加害
行為終了時） ○ ×（＊）

（＊）著しく正義・公
平の理念に反するよ
うな特段の事情は認
められないとして、
除斥期間の適用制限
を否定

【37】 東京地裁 2003（平成15）年
3月11日

訟月50巻2号439
頁

中国人強制連行・強制
労働損害賠償請求訴訟
第一審判決

会社の指揮監督か
らの離脱時・帰国
時（加害行為終了
時）

○ ×（＊）

（＊）最判平成10年6
月12日のような除斥
期間の適用を排除す
べき特段の事情は認
められないとした
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【38】 東京地裁 2003（平成15）年
3月26日

訟月51巻7号1669
頁

朝鮮人の強制連行・強
制労働に対する補償、
遺骨引渡等請求訴訟の
第一審判決

不法行為時 ○ ×（＊）

（＊）信義則や権利濫
用による除斥期間の
適用制限自体を否定。
最判平成10年6月12
日の射程を限定的に
捉える

【39】 東京地裁 2003（平成15）年
9月29日

判時1843号90頁、
判タ1140号300頁、
訟月50巻11号3233
頁

旧日本軍が持ち込んだ
毒ガス兵器や砲弾の遺
棄・隠匿・放置などを
理由とする損害賠償請
求事件（毒ガス兵器等
暴発事故訴訟）

旧日本軍が日中戦
争中に持ち込んだ
毒ガス兵器や砲弾
により人身事故が
発生した時（損害
発生時）

○ ○（＊）

（＊）除斥期間の適用
により損害賠償義務
を免れることは著し
く正義・公平の理念
に反し、その適用を
制限することが条理
にかなうとした

【40】 札幌高裁 2004（平成16）年
1月16日

民集60巻5号2171
頁、判時1861号46
頁

B型肝炎訴訟第二審判
決

B型肝炎ウイルス
に感染した接種行
為及び接種時期を
個別に特定するこ
とのできない者に
つき、乳幼児期に
接種され、かつ、
その最初から最後
までのいずれにつ
いても感染の可能
性が肯定され得る
場合におけるその
最後の時（不法行
為終了時）

○ ×（＊）

（＊）除斥期間の適用
を排除すべき特段の
事情は認められない
とした

【41】 福岡高裁 2004（平成16）年
5月24日

判時1875号62頁、
訟月50巻12号3646
頁

中国人強制連行・強制
労働損害賠償請求事件
控訴審判決

強制労働終了時
（継続的不法行為
終了時）

○（＊） ×（＊）

（＊）除斥期間の起算
点については、まず
本件不法行為を強制
連行に引き続いて強
制労働が継続してい
たとして一連の継続
的不法行為と解した
うえで、起算点をそ
の終了時と解し、そ
の経過を認め、また
除斥期間の効果制限
については、最判平
成10年6月12日のい
う特段の事情は認め
られないとして否定

【42】 広島高裁 2004（平成16）年
7月9日 判時1865号62頁

西松建設中国人強制連
行・強制労働事件訴訟
第二審判決

加害者の支配下か
ら脱した時（送還
のための船舶が日
本を出航した日）

○ ×（＊）

（＊）最判平成10年6
月12日のような除斥
期間の適用を排除す
べき特段の事情はな
いとした

【43】 最高裁 2004（平成16）年
10月15日

民集58巻7号1802
頁、判時1876号3
頁、判タ1167号89
頁、訟月51巻9号
2323頁、判例地方
自治259号48頁、
裁時1373号4頁、
裁判集民事215号
309頁

水俣病関西訴訟上告審
判決

加害行為が終了し
てから相当の期間
が経過した時（損
害発生時）

×（＊） －

（＊）控訴審判決（【27】
判決）と同様、水俣
病の遅発性を考慮に
入れて転居後4年が
経過した時を除斥期
間の起算点とした

【44】 札幌高裁 2004（平成16）年
12月15日

判時1901号71頁、
訟月52巻2号525
頁

北海道石炭じん肺訴訟
控訴審判決

最終行政決定時・
死亡時（損害発生
時）

×（＊） －

（＊）除斥期間の起算
点についてはじん肺
の病変の特質を考慮
した最判平成6年2
月22日や最判平成16
年4月27日の考え方
を踏襲
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【45】 最高裁 2004（平成16）年
4月27日

民集58巻4号1032
頁、判時1860号34
頁、判タ1152号120
頁、訟月51巻4号
799頁、裁時1362
号9頁、裁判集民
事214号143頁、労
判872号5頁

筑豊じん肺訴訟上告審
判決（国賠関係）

加害行為が終了し
てから相当の期間
が経過した時（損
害発生時）

×（＊） －

（＊）除斥期間の起算
点につき、じん肺の
潜伏性・遅発性とい
う損害の特質を考慮
に入れて損害の全部
または一部が発生し
た時と解した

【46】 広島高裁 2005（平成17）年
1月19日

民集61巻8号2805
頁、判時1903号23
頁、判タ1217号157
頁、訟月51巻12号
3101頁

国民徴用令に基づき韓
国籍の元徴用工が強制
連行・強制労働を理由
として損害賠償の請求
をするとともに、被爆
による援護・補償措置
を講じられなかったこ
とによる慰謝料の支払
を請求した事案（広島
三菱重工元徴用工在韓
被爆者訴訟控訴審判
決）

徴用時（加害行為
時） ○ ×

ただし、誤った法律
解釈によって違法な
通達が作成・発出さ
れたことに伴う損害
の賠償責任について
は一部認容

【47】 東京高裁 2005（平成17）年
4月19日 訟月53巻1号1頁

旧日本軍の731部隊に
よる細菌等による生体
実験、南京虐殺等を理
由とする損害賠償請求
事件の控訴審判決

加害行為時 ○ ×（＊）

（＊）最判平成10年6
月12日のような除斥
期間の適用を排除す
べき特段の事情はな
いとした

【48】 東京地裁 2005（平成17）年
5月27日 判時1917号70頁

産院における新生児の
取り違え事故を理由に
産院を設置した地方公
共団体に対し損害賠償
を請求した事案

新生児取り違え時
（不法行為時） ○（＊） ×（＊）

（＊）除斥期間の起算
点については産院に
おいて新生児が取り
違えられた時と解し、
除斥期間の適用制限
についてはその効果
発生を制限すべき特
段の事情は存しない
とした

【49】 東京高裁 2005（平成17）年
6月23日

判時1904号83頁、
訟月52巻2号445
頁

中国人強制連行・強制
労働国家賠償請求事件
控訴審判決（劉連仁事
件）

救護義務違反とい
う不作為の不法行
為の最終時

○（＊） ×（＊）

（＊）除斥期間の起算
点については13年間
の逃亡の末保護して
救護義務違反の状態
がなくなった時と解
し、除斥期間の適用
制限についてはこれ
を認めることが著し
く正義・公平の理念
に反する特段の事情
もないとした

【50】 長野地裁 2006（平成18）年
3月10日

判時1931号109頁、
訟月57巻5号978
頁

中国人強制連行・強制
労働損害賠償請求事件

中国帰還時（加害
行為終了時） ○（＊） ×（＊）

（＊）除斥期間の起算
点については一連の
不法行為が終了した
帰国時とし、除斥期
間の適用制限につい
ては除斥期間の経過
による権利の消滅が
著しく正義・公平の
理念に反するといえ
るような特段の事情
は認められないとし
た
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判例
番号 裁判所 判決年月日 出典 事案の概要（事件名） 起算点 除斥期間

の経過
除斥期間の
適用制限 備考

【51】 東京地裁 2006（平成18）年
8月30日

訟月54巻7号1455
頁

従軍慰安婦による慰謝
料請求・謝罪文交付等
請求事件

拉致・監禁・姦淫・
傷害時（加害行為
時）

○（＊） ×（＊）

（＊）起算点について
は最判平成16年10月
15日のように損害の
全部または一部が発
生した時とすべき性
質の損害が発生して
いるわけではないこ
とを理由に、除斥期
間の適用制限につい
ては最判平成10年6
月12日で認められた
ような特段の事情が
見られないことを理
由に、いずれも否定

【52】 福岡地裁 2006（平成18）年
8月30日

判時1953号11頁、
訟月54巻1号1頁

Ｃ型肝炎福岡訴訟第一
陣第一審判決

Ｃ型慢性肝炎と診
断された時または
Ｃ型肝炎の持続感
染による症状が発
症した時（損害発
生時）

×（＊） －

（＊）Ｃ型肝炎の発症
という損害の特殊性
から、最判平成16年
4月27日や最判平成
18年6月16日に基づ
いて除斥期間の起算
点を損害発生時とし
た

【53】 最高裁 2006（平成18）年
6月16日

民集60巻5号1997
頁、判時1941号28
頁、判タ1220号79
頁、訟月53巻10号
2727頁、裁時1414
号3頁、裁判集民
事220号447頁

Ｂ型肝炎訴訟上告審判
決

Ｂ型肝炎発症時
（損害発生時） ×（＊） －

（＊）最判平成16年4
月27日、最判平成16
年10月15日をもとに、
Ｂ型肝炎により発症
する損害の性質上、
除斥期間の起算点を
加害行為時ではなく
損害発生時とした

【54】 東京地裁 2006（平成18）年
6月7日

判時1937号3頁、
判タ1218号106頁、
訟月53巻9号2469
頁

ドミニカ共和国への移
民政策に関する外務大
臣・農林大臣の職務上
の法的義務違反を理由
とする国家賠償請求事
件

入植時（加害行為
時） ○（＊） ×（＊）

（＊）除斥期間の起算
点については移民政
策の遂行過程におい
て調査義務・情報提
供義務を尽くさな
かったという不作為
による加害行為時と
解し、除斥期間の適
用制限については著
しく正義・公平の理
念に反すると認めら
れるような特段の事
情も見られないとし
て否定

【55】 大阪高裁 2006（平成18）年
8月27日

訟月53巻5号1633
頁

中国人強制連行・強制
労働損害賠償請求事件
控訴審判決

中国帰還時（加害
行為終了時） ○（＊） ×（＊）

（＊）除斥期間の起算
点については一連の
不法行為が終了した
中国帰還時とし、除
斥期間の適用制限に
ついてはそうすべき
特段の事情は認めら
れないとした

【56】 東京地裁 2006（平成18）年
9月26日

判時1945号61頁、
判タ1222号90頁

職場の同僚を殺害して
自宅の床下に26年間隠
匿し続けた加害者に対
し遺族が損害賠償を請
求した事案の第一審判
決

殺害に対する損害
賠償請求につき殺
害行為時（加害行
為時）、遺骨をめ
ぐる損害賠償請求
につき遺体発見時
（継続的不法行為
終了時）

前者に
つき○、
後者に
つき×
（＊）

×（＊）

（＊）最判平成元年12
月21日に基づき信義
則・権利濫用による
適用制限を否定
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判例
番号 裁判所 判決年月日 出典 事案の概要（事件名） 起算点 除斥期間

の経過
除斥期間の
適用制限 備考

【57】 東京地裁 2007（平成19）年
3月23日

判時1975号72頁、
訟月54巻9号1705
頁

Ｃ型肝炎東京訴訟第一
審判決

製剤投与時（加害
行為時） × －

【58】 福岡地裁 2007（平成19）年
8月1日

判時1989号135頁、
判タ1287号98頁

西日本じん肺訴訟第一
審判決

じん肺管理区分の
最終の行政上の決
定や法定合併症の
認定を受けた時
（損害発生時）

× －

起算点については最
判平成16年4月27日
の筑豊じん肺訴訟最
高裁判決に沿って判
示

【59】 東京地裁 2007（平成19）年
12月20日

判例地方自治306
号10頁

戸籍に出生年を誤記載
されたことなどに基づ
き国、地方公共団体に
損害賠償を請求した事
案

誤記載時（加害行
為時） ○（＊） ×（＊）

（＊）加害行為時とは
異なる時期を除斥期
間の起算点とすべき
特段の事情も、除斥
期間の適用を排除す
べき特段の事情も認
められないとした

【60】 東京高裁 2008（平成20）年
1月31日

民集63巻4号873
頁、判時2013号68
頁、判タ1268号208
頁

被害者を殺害した加害
者が死体を自宅の床下
に隠匿し26年後に自首
した事件で被害者の相
続人らが不法行為に基
づく損害賠償を請求し
た事案の控訴審判決

殺害時（加害行為
時） ○ ○（＊）

（＊）民法160条の法
意に照らし除斥期間
の効果を制限

【61】 東京高裁 2008（平成20）年
2月20日 判タ1301号201頁

いわゆる「外務省機密
漏洩事件」に関して有
罪判決を受けた者が国
に対し謝罪文の交付・
慰謝料の支払いを請求
した事案

刑事判決確定時
（加害行為時） ○ ×（＊）

（＊）民法の時効停止
規定を手がかりとし
て除斥期間の効果制
限を認めるべき特段
の事情はないとした

【62】 最高裁 2009（平成21）年
4月28日

民集63巻4号853
頁、判時2046号70
頁、判タ1299号134
頁、金法1881号42
頁、裁時1483号1
頁、裁判集民事230
号569頁

被害者を殺害した加害
者が死体を自宅の床下
に隠匿し26年後に自首
した事件で被害者の相
続人らが不法行為に基
づく損害賠償を請求し
た事案の上告審判決

殺害時（加害行為
時） ○ ○（＊）

（＊）民法160条の法
意に照らし除斥期間
の効果制限を認めた
控訴審判決（【60】判
決）を是認

【63】 東京高裁 2010（平成22）年
11月24日

判例地方自治355
号47頁

県に開発用地を提供し
た者が県から代替地と
して造成され提供され
た土地に地盤沈下が発
生したことを理由に損
害賠償を請求した事案

地盤沈下という損
害の発生をもたら
した、宅地として
の耐久力を欠き投
棄物の埋め立てら
れていた本件土地
の譲渡時（加害行
為時）

○ －

除斥期間の適用を認
めた第一審判決（水
戸地麻生支判平成22
年7月9日）を是認

【64】 福岡高裁 2010（平成22）年
11月30日 判時2110号23頁

犯罪被害者等給付金の
支給裁定の申請につき
法律の定める除斥期間
の経過により支給しな
い旨の裁定に対しその
取消を求めた事案

法律の規定する当
該犯罪行為による
死亡発生時（加害
行為時⁉）

○ ○（＊）

（＊）除斥期間の適用
制限を認めた第一審
判決（福岡地判平成
22年7月8日）を是
認

【65】 東京地裁 2012（平成24）年
12月26日 判時2199号79頁

著作物性のある自作仏
画を翻案・販売したこ
とによる著作権侵害に
基づく差止めや損害賠
償を請求した事案

書籍・パンフレッ
トの販売時 ○ －
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判例
番号 裁判所 判決年月日 出典 事案の概要（事件名） 起算点 除斥期間

の経過
除斥期間の
適用制限 備考

【66】 東京地裁 2012（平成24）年
5月9日 判時2158号80頁

胃の切除手術の際に腹
腔内にタオルを残存さ
せた事故で25年間にわ
たり下痢等の症状が継
続したことに基づき、
不法行為または債務不
履行による損害賠償を
請求した事案

タオルを残存させ
た胃切除手術時
（加害行為時）

○ －

ただし、債務不履行
に基づく損害賠償請
求権の消滅時効の適
用は否定

【67】 釧路地裁 2013（平成25）年
4月16日 判時2197号110頁

叔父の性的虐待行為に
よる外傷後ストレス障
害（PTSD）等の精神
疾病の発症を理由とし
て損害賠償を請求した
事案

性的虐待行為の最
終時点（加害行為
時）

○ －

※なお、除斥期間の起算点・適用制限に関する以上の裁判例の判断には仮定的・予備的なものも含まれていることをお断りしておく。

―614―

（52）


